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185 物品
令和６年度小学校教科書改訂
に伴う指導用教科書及び指導
書等の購入

教育委員会
管理課
57-4862

R6.3.21 ¥54,020,510
㈱山形県教科書供給
所

2

　株式会社山形県教科書供給所は、教科書発行者（出版
社）が指定した山形県で唯一の教科書特約供給所である。
教師用教科書・指導書は教科書特約供給所を通じて納入す
ることとなっており、教師用教科書・指導書を一括で納入
することができる業者は株式会社山形県教科書供給所一者
である。

184 委託
鶴岡地域スクールバス運行管
理等業務委託及び臨時運行業
務委託【債務負担行為】

教育委員会
管理課
57-4862

R6.3.21 ¥126,428,060 庄内交通㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」に登録している業者
の内、市内に本社又は営業所を有する１３業者に対し、委
託の可否について書面で問い合わせ、対応可能であるとの
回答があった業者は庄内交通株式会社のみであった。

183 委託
令和６年度温海中学校通学用
自動車借上げ【債務負担行
為】

教育委員会
管理課
57-4862

R6.3.6 ¥58,949,880 庄内交通㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又
は営業所を有する１３業者に対し書面にて調査を行った結
果、貸切バス車両を所有している業者の内、温海地域内に
営業所を有し、当該運行を可とする、との回答があった業
者は、庄内交通株式会社のみであった。

182 委託
令和６年度あつみ小学校通学
用自動車借上げ【債務負担行
為】

教育委員会
管理課
57-4862

R6.3.6 ¥2,940,930
温海温泉観光自動車
㈱

2

  本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又
は営業所を有する１３業者に対し書面にて調査を行った結
果、「タクシー車両を所有しており」、「旧温海町を営業
区域とし、かつ温海地域に営業所を有する」業者の内、当
該運行を可とする、との回答があった業者は、温海温泉観
光自動車株式会社のみであった。

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。
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181 委託
インターネット及び庁舎間
ネットワークシステム保守管
理業務（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.2.21 ¥3,300,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は市の情報ネットワークの保守及び運用支援を行
うものであるが、情報ネットワークの利用は住民サービス
提供に直結しているため、障害発生時には可能な限り速や
かな復旧作業が必要となる。
　機器が故障した場合は機器保守業者とネットワーク保守
業者が連携して復旧を進める必要があるが、現在、機器の
保守を行っているのは日本電気株式会社であり、また、
ネットワーク保守に必要となる機器設定内容を全て把握し
ているのは同社のみであるため、本市の業者登録において
本業務を履行できるのは日本電気株式会社山形支店のみで
ある。

180 委託
統合内部事務システム運用支
援業務（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R6.2.14 ¥6,732,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、市の全庁的な事務の根幹を担うシステムであ
る統合内部事務システムの安定稼働を目的とする運用支援
業務である。
　当該システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシ
ステムであり、本市の業者登録において、作業に関わる技
術情報を有し、その運用保守に当たることができる者は日
本電気株式会社山形支店のみである。

179 委託
「令和６年度障害福祉サービ
ス等報酬改定」に係る障害福
祉システム改修業務委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R6.2.1 ¥4,675,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、障害者総合支援法及び児童福祉法改正による
令和６年度報酬改定に伴い、それに対応した報酬の改定、
支払い等にあたり、必要となる事務処理システムの改修を
令和５年度中に行う必要があるものである。
　当該システムは日本電気（株）が構築したシステムであ
り、本市の業者登録において、作業に関わる技術情報を有
し、その改修にあたることができる者は、日本電気（株）
山形支店のみである。

178 物品

（令和６年度）社会資本整備
総合交付金に係る除雪機械購
入（小型凍結防止剤散布車
容量2.0㎥　１台）（櫛引）

建設部
土木課
35-1403

R6.1.24 ¥20,680,000 旭車輌整備㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「重機」、
業種名「重機」に登録している業者の内、市内・準市内に
本社又は営業所があり、かつ業務内容に「除雪機械」の記
載がある１３業者に対し、応札可否についてメール又はＦ
ＡＸで問い合わせたところ、応札可能、かつ緊急修繕に対
応できるとの回答があった業者は、旭車輌整備株式会社の
みであった。
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177 委託
令和５年度国民健康保険シス
テム標準化対応業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R6.1.23 ¥5,940,000 日本電気㈱山形支店 2

　令和３年９月１日施行の地方公共団体情報システムの標
準化に関する法律により、令和５年度から令和７年度まで
に標準化に対応するシステムを構築する必要がある。
　現行の国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－Ｘ）は令和
６年１２月でリース満了を迎えるが、業務システム標準化
に対応できないシステムであるので、バージョンアップし
標準化に対応できる新国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ
－ｉ）を構築するため、業務委託するものである。
　新国民健康保険システム（ＣＯＫＡＳ－i）のパッケージ
を導入する他、現行システムからデータ移行を行うことを
予定している。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に関わる技
術・情報を有し、その改修等の作業に当たることができる
者は日本電気株式会社山形支店のみである。

176 委託
低所得世帯物価高騰対策支援
金（均等割のみ課税世帯）給
付対応システム改修業務

健康福祉部
福祉課
35-1252

R6.1.15 ¥2,046,000 日本電気㈱山形支店 2

本業務は、新給付金の迅速な支給を実施するため、給付
金支給事務に必要な各種情報を保有している既存の給付金
管理システムに新給付金に関する各種機能を追加するシス
テム改修を委託するものである。

本システムは日本電気株式会社が設計・構築を行ったも
のであり、本市の業者登録において、作業に関わる技術情
報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気株
式会社山形支店のみである。

175 委託
低所得世帯物価高騰対策支援
金（非課税世帯）給付対応シ
ステム改修業務

健康福祉部
福祉課
35-1252

R6.1.4 ¥3,168,000 日本電気㈱山形支店 2

本業務は、新給付金の迅速な支給を実施するため、給付
金支給事務に必要な各種情報を保有している既存の給付金
管理システムに新給付金に関する各種機能を追加するシス
テム改修を委託するものである。

本システムは日本電気株式会社が設計・構築を行ったも
のであり、本市の業者登録において、作業に関わる技術情
報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気株
式会社山形支店のみである。
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174 物品
標準準拠システム対応介護保
険事務処理システム機器賃貸
借（長期継続契約）

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R5.12.28 ¥18,928,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本システムは標準化対象業務の１つであり、「地方公共
団体情報システムの標準化に関する法律（令和3年法律第40
号）」の施行に伴い、令和７年度末までに標準化基準に適
合した標準準拠システムに移行することが義務づけられて
いる。
　そのため、現段階で他システムへの変更を行う場合、新
システムを構築および標準化対応に向けた業務整理等を並
行して実施する必要があり、短期間に膨大な作業が集中
し、期限までの標準化移行に支障が出る恐れがある。
　以上のことから、安全で確実な移行を優先に、現在使用
している日本電気株式会社製のシステムを継続使用する。
　なお、本市に登録している業者で、本システムの著作権
を有する日本電気株式会社が調達を許可した者はＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社のみである。

173 委託
令和5年度鶴岡市森林境界明
確化境界案作成業務委託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-0145

R5.12.21 ¥4,840,000
アジア航測㈱山形営
業所

2

　本業務については、航空レーザ測量データを解析した地
図等と、公図を基本とした地図から境界案図を作成する業
務である。
　現在本市で運用中の林地台帳システムに搭載したデータ
を使用し、本業務の成果を同システムにセットアップする
必要があるが、このシステムは、アジア航測㈱山形営業所
が、平成30年度に鶴岡市林地台帳・林地台帳地図等整備業
務を受託し開発した独自のシステムであることから、本業
務を実施できるのは開発者である同社をおいてほかはな
い。

172 委託
令和５年度会計年度任用職員
勤勉手当支給対応システム改
修業務委託

総務部
職員課
35-1159

R5.12.20 ¥2,508,000
日本電気㈱山形支店

2

　当該業務は、日本電気株式会社製のパッケージソフト
ウェアの改修であることから、当該ソフトウェアの著作権
を有する者及び著作権を有する者が許可した者で、かつ作
業に係る技術、情報を有する業者以外は作業を行うことが
できない。本市に登録している業者で作業可能な業者は、
日本電気株式会社山形支店の１者である。
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171 物品
庁舎無線ＬＡＮ環境用機器賃
貸借（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R5.12.18 ¥17,117,760
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本物品の導入により無線化した端末を持ち出して他庁舎
のネットワークに接続することができるようにするには、
現用ネットワーク機器側の大幅な設定変更の必要がある
が、現用機器の設定変更を伴った導入作業は、現用ネット
ワーク機器を導入し保守業務を請け負っている日本電気株
式会社以外の業者では行うことができないため、本契約を
履行できるのは、日本電気株式会社のリース事業部門であ
るＮＥＣキャピタルソリューション株式会社のみである。

170 委託
令和５年度道路台帳調書作成
業務

建設部
土木課
35-1341

R5.12.4 ¥6,963,000
朝日航洋㈱山形営業
所

2

　本業務は道路法第２８条第１項、道路法施行令第５条第
２項により作成が義務付けられており、その作成について
は道路法施行規則第４条の２に定められた道路延長や面積
を計算するための特殊なプログラムが必要である。
　本市では、平成３０年度に朝日航洋株式会社へ全庁舎分
の道路台帳統合業務を委託しており、同社が独自に開発し
たプログラムを使用していることから、本業務を実施でき
るのはプログラムの開発者である同社をおいてほかにな
い。

169 物品
鶴岡市羽黒庁舎電力需給契約
（契約更新）【長期継続契
約】

羽黒庁舎
総務企画課
26-8771

R5.12.1 ¥6,854,314
東北電力㈱庄内営業
所

2

　東北電力株式会社庄内営業所と現在契約中である電力需
給契約について、令和5年11月30日に満了となり新たに電力
需給契約を実施する必要があるが、東北電力株式会社庄内
営業所以外の業者と契約する場合、電力切替の期間を確保
することが困難であるため、東北電力株式会社庄内営業所
の電気標準約款による契約更新しか方法がないことから同
社を指名する。

168 物品
鶴岡市櫛引庁舎他２施設電力
需給契約（契約更新）【長期
継続契約】

櫛引庁舎
総務企画課
57-2111
内線219

R5.12.1 ¥17,519,687
東北電力㈱庄内営業
所

2

　東北電力株式会社庄内営業所と現在契約中である電力需
給契約について、令和5年11月30日に満了となり新たに電力
需給契約を実施する必要があるが、東北電力株式会社庄内
営業所以外の業者と契約する場合、電力切替の期間を確保
することが困難であるため、東北電力株式会社庄内営業所
の電気標準約款による契約更新しか方法がないことから同
社を指名する。
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167 物品
鶴岡市温海庁舎電力需給契約
（契約更新）【長期継続契
約】

温海庁舎
総務企画課
43-4611

R5.12.1 ¥14,116,561
東北電力㈱庄内営業
所

2

　東北電力株式会社庄内営業所と現在契約中である電力需
給契約について、令和5年11月30日に満了となり新たに電力
需給契約を実施する必要があるが、東北電力株式会社庄内
営業所以外の業者と契約する場合、電力切替の期間を確保
することが困難であるため、東北電力株式会社庄内営業所
の電気標準約款による契約更新しか方法がないことから同
社を指名する。

166 委託
鶴岡市中期観光戦略プラン
策定支援業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R5.11.22 ¥5,324,000
一般社団法人ＤＥＧ
ＡＭ鶴岡ツーリズム
ビューロー

2

　本業務は、ウィズコロナにおけるインバウンド誘客等、
本市の観光振興に向け、市が策定を進める「鶴岡市中期観
光戦略プラン」（以下、観光戦略プラン）について、観光
関連データの収集・分析や、本市を訪れる旅行者へのアン
ケート調査の実施・結果の分析など、その策定のための支
援を委託するものである。
　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューロー（以
下、ＤＥＧＡＭ）は、市と一体的に観光事業を推進してき
た鶴岡市観光連盟から、令和元年に発展的に体制を引き継
いだ組織であり、本市における観光関連データに加え、旅
行者へのＩCＴを活用したアンケート調査システムを有する
ほか、観光事業を推進していくための専門的な人材がい
る、市内で唯一の観光地域づくり法人（ＤＭО）である。
　市が観光事業を的確に進めていくためには、地域におけ
る観光振興のかじ取り役であるＤＥＧＡＭとの連携が必要
不可欠であり、観光戦略プランの策定に当たっても、市と
一体となって業務を遂行できるのは、ＤＥＧＡＭをおいて
ほかにない。

165 委託
令和5年度除雪作業情報連絡
業務【鶴岡市街地・斎・黄金
北部地区】

建設部
土木課
(代)25-2111

R5.11.15 ¥5,775,000 ㈲大地工営 2

　本市の業者登録「工事」において、業種名「土木一式」
又は業者登録「委託」において、業種区分及び業種名「除
雪」に登録している業者の内、今年度鶴岡地域の道路除排
雪業務を委託予定である60業者に作業条件等を説明した上
で受託可否について聞き取り調査を実施し、受託可能との
回答が有限会社大地工営のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

164 委託
まちなか広場実証実験業務委
託

商工観光部
商工課
35-1299

R5.11.10 ¥2,984,420 合同会社Maternal 2

　本業務は、中心市街地活性化のため、クリエイティブな
発想で賑わいの拠点及び市民の交流拠点となるイベントを
企画・運営・情報発信できる民間事業者と連携し、まちの
賑わいを測定するため、まちなかのイベント広場を活用し
た実証実験を行うことを目的としている。
　最も適切に業務を実施いただく事業者を選定するため、
公募型プロポーザル方式を採用し、事業者選定委員会にお
いて応募２者を審査した結果、合同会社Maternalが優先交
渉事業者として選定され、見積金額も予定価格内であった
ため契約を締結したものである。

163 委託
令和６年度住民税法改正対応
システム改修委託（COKAS-
X）

総務部
課税課
35-1163

R5.11.8 ¥11,880,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報
のデータベースとして運用されているシステム(ＣＯＫＡＳ
－Ⅹ)の内の個人住民税の賦課計算や税額の決定に関する部
分について、地方税法の改正に伴ってシステムの改修を委
託するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技術
情報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気
株式会社山形支店のみである。

162 物品
行政系接続サーバ機器賃貸借
（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R5.11.7 ¥5,344,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本件は昨年度更新した地域庁舎間ネットワーク機器およ
び今年度更新する本所等ネットワーク機器の監視を行う機
能を有する機器の更新であるため、これらの監視対象機器
の構築を行い、現在のネットワーク環境を構築した日本電
気株式会社以外の業者および機器では円滑にネットワーク
管理を行わせることができない。よって本契約を履行でき
るのは、日本電気株式会社のリース事業部門であるＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社のみである。

161 物品
本所等ネットワーク機器賃貸
借（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R5.11.7 ¥8,170,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本件は現行の行政ネットワーク機器を更新するものであ
るが、現在の鶴岡市の情報ネットワーク環境はＳＤＮ（ソ
フトウェアによる仮想ネットワーク化技術）による効率化
を行っており、昨年度更新した庁舎間ネットワーク機器も
合わせて集中制御するために日本電気製の機器で統一する
必要がある。よって本契約を履行できるのは、日本電気株
式会社のリース事業部門であるＮＥＣキャピタルソリュー
ション株式会社のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

160 物品
介護保険・後期高齢者医療シ
ステム用仮想環境基盤の賃貸
借（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R5.11.6 ¥7,510,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本物品で運用を予定している介護保険システム及び後期
高齢者医療システムは日本電気株式会社製である。当該シ
ステム自体は別途担当課で契約を締結することとしている
が、今後予定している業務システム標準化・ガバメントク
ラウドへの移行を考慮し、個別のサーバ調達に代えて一括
してサーバを調達し、仮想環境を構築して両システムに割
り振ることで、構成機器の縮小・最適化及び賃借料の低減
を図ることとしている。
　また、ガバメントクラウドへの移行後はバックアップ環
境に切り替えて継続使用することとしており、本件物品は
当該システムと一体のものとして運用していく計画であ
る。
　本市に登録している業者で、当該システムの著作権を有
する日本電気株式会社が調達を許可した者はNECキャピタル
ソリューション株式会社のみである。

159 委託
令和5年度道路等除排雪業務
委託

建設部
土木課
35-1403

R5.11.1 ¥215,886,000
㈲青木建材
ほか84者

2

　本市の業者登録「工事」において、業種名「土木一式」
又は業者登録「委託」において、業種区分及び業種名「除
雪」に登録している業者の内、昨年度当該業務の実績があ
る者に対して、受託可否について文書による調査を実施
し、受託可能との回答があった８５業者と契約するもので
ある。

158 物品
鶴岡市本庁舎及び温海庁舎Ｌ
ＥＤ照明賃貸借（長期継続契
約）

総務部
契約管財課
35-1157

R5.10.31 ¥13,375,560
ＮＴＴ・ＴＣリース
㈱東北支店

2

　鶴岡市本庁舎及び温海庁舎において、施設設備の長寿命
化、電気使用料の減少による経費削減、省エネ効果による
CO2削減等環境への配慮から一斉にＬＥＤ照明に更新するに
あたり、民間活力の導入、費用の平準化のため、１０年間
の賃貸借契約とした。効率的な施工方法、経済効果の検証
方法など幅広い提案を求めるため、公募型プロポーザルを
実施し、審査の結果、ＮＴＴ・ＴＣリース株式会社東北支
店が優先交渉権者に選定され、希望金額も上限金額以内で
あったため、契約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

157 物品
標準準拠システム対応
後期高齢者医療市町村システ
ム賃貸借(長期継続契約)

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.10.26 ¥9,306,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　本システムは標準化対象業務の１つであり、令和７年度
末までに標準化基準に適合した標準準拠システムに移行す
ることが義務付けられている。
　そのため、現段階で他システムへの変更を行う場合、新
システムの構築および標準化対応に向けた業務整理等を並
行して実施する必要があり、短期間に膨大な作業が集中
し、期限までの標準化移行に支障が出る恐れがあることか
ら、安全で確実な移行を優先し、現在使用している日本電
気株式会社製のシステムを継続使用するものである。
　なお、本市に登録している業者で、本システムの著作権
を有する日本電気株式会社が調達を許可した者はＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社のみであった。

156 委託
令和５年度凍結防止剤散布業
務委託

建設部
土木課
35-1403

R5.10.24 ¥10,475,652 ㈲鶴岡協同ファーム 2

　今年度鶴岡地域の道路等除排雪業務委託を受託予定であ
る６０業者に対し、当該業務の受託可否について電子メー
ルとFAXで問い合わせ、受託可能との回答があった業者は、
有限会社鶴岡協同ファームのみであった。

155 委託
令和５年度長沼２号源泉ス
ケール除去業務

藤島庁舎
市民福祉課
64-5810

R5.10.18 ¥26,400,000 ㈱長内水源工業 2

　本業務は、長沼温泉ぽっぽの湯長沼２号源泉のスケール
除去、浚渫等により自噴量を毎分１３０リットル以上まで
回復をはかることを目的とする。
　最新の工法による効率的な業務実施ができる事業者を選
定するため、公募型プロポーザル方式を採用し、公募型プ
ロポーザル審査委員会において提案内容を審査した結果、
㈱長内水源工業が優先交渉権者に選定され、希望金額も上
限金額以内であったため、契約を締結したものである。

154 物品
除雪ドーザ等の賃貸借（除雪
ドーザ等　１６台）

建設部
土木課
35-1403

R5.10.10 ¥23,749,000
東亜リース㈱酒田営
業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分の「賃貸借
類」、業種名「仮設材・建設機械のリース・レンタル」に
登録している業者の内、庄内地方に本社又は営業所があ
り、かつ業務内容に建設機械、除雪機械類の重機の記載が
ある７業者に対し、対象機械の賃貸借可否について電子
メール又はＦＡＸで問い合わせたところ、賃貸借可能との
回答があった業者は東亜リース株式会社酒田営業所のみで
あった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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153 委託
令和５年度鶴岡市高齢者イン
フルエンザ予防接種業務委託

健康福祉部
健康課
35-0157

R5.10.1 \41,154,505
(総支出予定額)

山形県医師会
山北徳洲会病院

2

定期予防接種は、予防接種法第5条の規定に基づき市町村
長に実施の義務と責任があり、厚生労働省が示す「定期接
種実施要領」により実施することとされている。同要領で
は、予防接種法施行令第4条により「市町村長の要請に応じ
て予防接種に協力する旨を承諾した医師（以下、接種医と
いう。）が医療機関で行うもの」と定められている。

山形県では、他市町村の医療機関で定期予防接種を受け
る際の事務の軽減や被接種者の利便性を図り、県内におけ
る円滑な定期予防接種の実施を目的に、県が県医師会と県
内各市町村との間の事務の調整を行い、県医師会が山形県
下の広域実施に協力する医療機関及び医師の取りまとめを
行うことによる広域実施体制を構築しており、県及び県医
師会が策定した「広域実施の手引き」にあるように、県内
全市町村が参加している。

県医師会は、広域実施にあたり、山形県予防接種広域事
業実施要綱の定めによる承諾書兼委任書により、各市町村
との契約締結について実施医療機関から委任を受けてお
り、各接種医が所属するすべての広域実施医療機関に業務
を委託するにあたっては「広域実施の手引き」に照らし、
県医師会を代理人として契約を行う必要がある。

高齢者は基礎疾患を持つ方も多いため、かかりつけ医で
の接種が望ましいことから、温海地域を中心とした市民が
多く通院している山北徳洲会病院については個別に契約を
締結するものである。

152 委託
令和５年度個人住民税システ
ム移行対応業務委託

総務部
課税課
35-1163

R5.9.29 ¥28,820,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報
のデータベースとして運用されているシステムについて、
標準化に伴って令和６年１２月にリースアップとなるＣＯ
ＫＡＳ－ⅩからＣＯＫＡＳ－ｉへシステム移行のための作
業を委託するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技術
情報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気
株式会社山形支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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151 物品
令和５年度戸籍総合システム
及び機器賃貸借（長期継続契
約）

市民部
市民課
35-1194

R5.9.29 ¥78,078,000
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱東北
支店

2

　戸籍総合システムで現在使用しているシステム及び機器
は令和６年２月で賃貸借契約が終了することから、新たに
賃貸借契約を締結するものである。
　戸籍総合システムは、住民情報の基幹的なデータベース
として運用されている日本電気株式会社製のシステム（Ｃ
ＯＫＡＳ－Ｘ、ＣＯＫＡＳ－ｉ）との連携が不可欠である
ため、これらの基幹システムに合わせて同社製のシステム
を使用する必要がある。
　ハードウェアへのシステムのセットアップやシステム間
の連携・接続等の設定作業を同社が行うことから、本契約
を履行できるのは、本システムの著作権を有する同社が調
達を許可した事業者のみであり、本市に登録している業者
では、ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社をおいて
他にない。

150 委託
令和５年度生活保護システム
医療扶助オンライン改修業務
委託

健康福祉部
福祉課
35-1285

R5.9.28 ¥2,420,000
北日本コンピュー
ターサービス㈱

2

　本委託業務は、現在稼働運用している生活保護システム
の改修作業である。当該システムは、北日本コンピュー
ターサービス株式会社が開発したシステムであり、所有権
を有していることから、本業務を受託できるのは同社のみ
である。

149 物品
鶴岡市先端研究産業支援セン
ター電力需給契約（長期継続
契約）

企画部
政策企画課
35-1184

R5.9.21 ¥42,568,252
東北電力㈱庄内営業
所

8

　本業務について、指名競争入札を行ったが、入札会に参
加する業者がなく不調に終わった。しかし、電力供給は必
要不可欠な業務であることから、個別に問い合わせしたと
ころ、東北電力株式会社庄内営業所から入札、見積によら
ない申込による受付であれば契約可能との回答を得たため
同社を指名する。

148 委託
マリカ東館全館空調設備サー
ビス業務に係るアスベスト撤
去及び処分作業業務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R5.9.19 ¥6,160,000
東北エネルギーサー
ビス㈱

6

　令和５年３月３１日に委託契約を締結したマリカ東館全
館空調設備サービス業務において、空調機器を設置するに
あたり、アスベスト含有建材が確認された。本業務はその
撤去及び処分を実施するものである。
　現在サービス開始に向けて空調設備工事を進めており、
本業務はこれに密接に関連する付帯的な業務であること
と、遅滞なく迅速に進める必要があることから、マリカ東
館全館空調設備サービス業務の受託者である東北エネル
ギーサービス株式会社を指名する。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日
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受注者
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随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

147 修繕
鶴岡市営羽黒山スキー場圧雪
車シーズン前点検修繕

羽黒庁舎
産業建設課
26-8776

R5.9.15 ¥2,536,996 庄南自動車㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において業種区分「車輛」、業
種名「特殊用途自動車」に登録しており、業務内容「圧雪
車」の記述があり、かつ県内に本社・営業所を有する２事
業者に対し、対象機械の点検修繕可否について電子メール
で問い合わせたところ、対応可能との回答があった事業者
は庄南自動車株式会社のみであった。

146 委託
令和５年度豊浦地区経営体育
成促進換地等調整業務

農林水産部
農山漁村振興
課
35-1298

R5.9.8 ¥5,038,000
山形県土地改良事業
団体連合会

2

　本年度実施する換地調整業務では、換地計画に必要な基
礎調査を行うにあたり、令和7年度より新規採択を予定して
いる農地整備事業の詳細な計画内容を的確に把握している
ことが重要である。
　山形県土地改良事業団体連合会は山形県が令和元年、2年
度にそれぞれ発注した計画策定業務を受注し整備計画の策
定を行っており、それ以降の検討会議にも同席し豊浦地区
農地整備事業の計画内容を熟知しており、本業務を的確に
履行できる唯一の団体であることから特命随意契約を行
う。

145 委託
鶴岡駅前地区将来ビジョン社
会実験支援業務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R5.9.8 ¥4,598,000 ㈱山形アドビューロ 2

　本業務は、鶴岡駅前地区将来ビジョンに沿ったイベント
の開催やプレイスメイキングを通して、鶴岡駅前の主な利
用者である高校生等を支えるまちづくりプレーヤーを発
掘・育成すること、また、鶴岡駅前地区で今後想定してい
る拠点整備の投資対効果を見極めることを目的としてい
る。
　最も適切に業務を実施できる事業者を選定するため公募
型プロポーザル方式を採用し、事業者選定委員会において
応募1者について審査した結果、株式会社山形アドビューロ
が優先交渉事業者として選定され、見積金額も予定価格内
であったため契約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

144 委託
令和５年度固定資産税システ
ムバージョンアップ対応業務

総務部
課税課
35-1178

R5.9.1 ¥41,800,000 日本電気㈱山形支店 2

　令和３年９月１日施行の地方公共団体情報システムの標
準化に関する法律により、令和５年度から令和７年度まで
に標準化に対応するシステムを構築する必要がある。
　現行の固定資産税システム（ＣＯＫＡＳ－Ｘ）は令和６
年１２月でリース満了を迎えるが、業務システム標準化に
対応できないシステムであるので、バージョンアップし標
準化に対応できる新固定資産税システム（ＣＯＫＡＳ－
ｉ）を構築するため、業務委託するものである。
　新固定資産税システム（ＣＯＫＡＳ－i）のパッケージを
導入する他、現行システムからデータ移行を行うこと、現
行システムでのカスタマイズ箇所を引き継ぐこと（帳票関
係含む）を予定している。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技
術・情報を有し、このシステムバージョンアップ対応業務
に当たることができる者は日本電気株式会社山形支店のみ
である。

143 委託
新鶴岡市学校給食センター整
備課題調査業務委託

教育委員会
鶴岡市学校給
食センター
22-0411

R5.9.1 ¥3,957,000
㈱佐藤総合企画東北
オフィス

2

　本業務は、新たに建設する学校給食センターの整備基本
計画を策定するための課題を調査するとともに、民間の資
金や改築・運営ノウハウを活用する手法を調査し、最適な
事業手法について検討することを目的とする。
　最も適切に業務を実施いただく事業者を選定するため、
公募型プロポーザル方式を採用し、受託事業者選定委員会
において応募１社を審査した結果、㈱佐藤総合企画東北オ
フィスが受託候補者に選定され、見積金額も予定価格内で
あったため、契約を締結したものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

142 委託 災害廃棄物積込業務委託
市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.8.30 \6,984,120
(総支出予定額)

小野寺建設㈱ 6

　本業務は西目地区土砂災害で発生した災害廃棄物の搬出
に係る積込業務である。災害廃棄物の運搬処分業務は、災
害廃棄物の種類別に３業者が請け負っている。また、西目
地区土砂災害復旧工事は小野寺建設株式会社が請け負って
おり、災害廃棄物仮置き場への搬入及び分別作業も同社が
行っている。
　災害廃棄物仮置き場で複数業者が工程調整しながら積込
業務を行うことは、現場が輻輳し、工程上及び安全上の課
題がある。本業務を同社に委託することにより、安全・円
滑かつ適切な施工が確保でき、また、現場管理費や一般管
理費の面からも経費の節減が見込まれ、競争入札に付すよ
りも有利と認められる。

141 委託
慶應義塾連携協定地域経済波
及効果分析等業務委託

企画部
政策企画課
35-1184

R5.8.29 ¥4,989,600 ㈱山形銀行 2

　本件は、慶大先端研やバイオベンチャー企業等の活動
が、地域に及ぼす経済効果を定量的かつ多角的に調査分析
するとともに、その将来予測や、結果の効果的な普及啓発
を目指すものであるが、最も有効な手法により分析等を実
施し、業務実施効果の最大化を図るために、プロポーザル
方式による業者選定を行うこととした。
　参加事業者の指名にあたっては、地域に対する経済波及
効果分析を主たる業務とすることから、日常の事業活動や
取引関係等により、調査分析対象である慶大先端研やバイ
オベンチャー企業等の動向や、本市市域をはじめとする地
域経済構造等に対して高い知見を有している金融機関また
はその系列機関を指名した。
　委託事業者選定委員会において応募1社を審査した結果、
㈱山形銀行が優先交渉権者に選定され、見積価格も予定価
格内であったため、契約を締結したものである。

140 物品
鶴岡市藤島エコ有機センター
電力需給契約（長期継続契
約）

藤島庁舎
産業建設課
64-5809

R5.8.23 ¥3,321,509
東北電力㈱庄内営業
所

2

　本案件は、令和５年６月２１日実施審査会で市の業者登
録名簿に登録され「業種区分：電力、業務内容：電力供
給、電力の販売」に該当する全９者のうち、事前照会で応
札可能と回答した業者１者を選定したが、不調になってい
る。８月１日現在も登録業者は同様であり、現在契約して
いる東北電力株式会社庄内営業所以外に電力供給が可能な
業者はいない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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139 委託
中心市街地人流データ等可視
化業務

建設部
都市計画課
35-1315

R5.8.7 ¥6,479,000
㈱復建技術コンサル
タント山形支店

2

　中心市街地人流データ等可視化業務では、「中心市街地
将来ビジョン」策定の基礎資料となる中心市街地の人流傾
向の詳細を把握し、事業方針等に反映する分析を行うこと
を目的とする。
　業務の実施に当たっては、業者の豊富な経験・専門知
識・創意工夫等に基づく目的に合致した質の高い業務成果
を求める必要がある。
　したがって、単なる金額比較ではなく、具体的な業務実
施の方法等を提案いただき、総合的に審査することで、最
も優れた業者を選定できることから、公募型プロポーザル
方式を採用するものである。
　プロポーザルを公告したところ、5者の応募があり審査し
た結果、㈱復建技術コンサルタント山形支店が優先交渉事
業者として選定され、見積金額も予定価格内であったため
契約を締結したものである。

138 委託
鶴岡市消防救急デジタル無線
設備部分更新業務

消防本部
総務課
22-8330

R5.8.2 ¥22,880,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、消防業務の根幹をなす消防救急デジタル無線
設備を常時円滑に稼働させるため、耐用年数を経過した
ネットワーク機器等、構成する一部の機器類の更新を実施
するものである。
　本設備は、日本電気株式会社が設計・構築したものであ
り、本市の業者登録において、作業に係わる技術情報を有
し、その部分更新に当たることができるのは、日本電気株
式会社山形支店のみである。

137 委託
災害廃棄物（可燃物）運搬中
間処理業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.8.1 \24,370,280
(総支出予定額)

㈱管理システム鶴岡
支店

2

　災害廃棄物は一般廃棄物となるので、本市の業者登録
「役務」において、業種名「一般廃棄物」に登録している
市内・準市内の業者の内、一般廃棄物処分業許可を有し、
可燃物の中間処理(焼却)が行えるのは株式会社管理システ
ム鶴岡支店のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
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136 委託
鶴岡市再エネ最大限導入計画
検討支援業務委託

市民部
環境課
26-0139

R5.7.31 ¥8,786,800
国際航業㈱
山形営業所

2

　本業務は、本市の地球温暖化対策における現状や課題を
分析、整理し、施策による温室効果ガス削減量の将来推計
などを行い、温室効果ガス排出量削減目標の達成と2050年
の脱炭素社会の実現を見据えた地域再エネ最大限導入計画
策定を目的とするものである。
　業務の実施にあたっては、本市の温室効果ガス排出量等
の現状分析及び削減量の将来推計、分析結果に基づいた具
体的施策の検討を行い、本市の各種計画と整合性のとれた
計画づくりを行う必要があるため、民間事業者の持つ豊富
な専門知識や創意工夫を求める必要がある。
　このことから、本市の現状分析や排出量推計方法、目標
達成のための具体的な提案内容も含めて総合的に審査する
ことで、最も優れた業者を選定するために、公募型プロ
ポーザル方式により、受託候補者を選定することとした。
　受託候補者選定委員会を開催し、意見を聴取した結果、
国際航業㈱の評価点が最も高く、契約相手方として最適で
あるとのことであったため、随意契約を締結した。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
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135 委託

令和５年度鶴岡産農林水産物
及び加工品等のロンドン市場
開拓チャレンジ事業　コー
ディネート業務委託

農林水産部
農政課
35-1295

R5.7.19 ¥2,640,000
PLACIDINTERNATIONA
L

2

　このたび実施する「ロンドン市場開拓チャレンジ事業」
は、欧州市場における本市農林水産物及び加工品の販路開
拓を図るものである。本事業の実施においては、商品の調
達、輸送、現地での販売など複数の工程が必要であり、加
えて本市の生産者動向及び現地の消費者動向の双方に対す
る知見が求められる。
　また、同事業は国庫補助の活用を前提としており採択か
ら実施までの期間が短いことから、上記一連の取組経験が
あり、関係各社との連携体制や生産者と現地消費者との信
頼関係が構築されており、各工程を迅速に完遂できる事業
者を選定する必要がある。
　PLACIDINTERNATIONAL社は、イタリアに拠点を置き、欧州
を中心に食材輸出入等の事業を展開しており、代表の鹿野
喜志枝プラチディ氏は山形県出身で「つや姫観光大使」を
務めている。2019年より、同社が関連して本市農林水産物
を欧州の日本食レストランで提供しているほか、2021年と
2022年には、ロンドン市内で本市を含む県内の農林水産物
を取り扱うフェアの開催実績がある。これらの取組を通し
て、生産者との取引や貿易会社等との連携体制を確立し、
イベントの開催実績に基づいた売れ行きも把握しており、
商品の調達から販売までの一貫した独自のルートを構築し
ている。
　前述の事業と同様の取組を行った事業者は他になく、そ
の実施において必要とされる本市の産品と現地の消費者動
向の双方に対する知見があり、農林水産物及び加工品を輸
出するノウハウを持ち、迅速かつ的確に事業を遂行できる
体制を有している者は、同社のみである。

134 委託
災害廃棄物（コンクリートが
ら）運搬中間処理業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.7.19 \3,880,250
（総支出予定額）

小野寺建設㈱ 2

　災害廃棄物は一般廃棄物となるので、本市の業者登録
「役務」において、業種名「一般廃棄物」に登録している
市内・準市内の業者の内、一般廃棄物処分業許可を有し、
コンクリートの中間処理(再資源化)が行えるのは小野寺建
設株式会社のみである。

133 修繕
令和５年度鶴岡市鶴岡斎場火
葬施設修繕

市民部
市民課
35-1194

R5.7.3 ¥7,150,000 ㈱宮本工業所 2
　既設の火葬炉は「向流燃焼方式」という火葬炉で、株式
会社宮本工業所が特許を取得した工法で製造、設置されて
おり、修繕をできるのは当該業者のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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132 委託
令和５年度　鶴岡市地番図シ
ステム国土調査及び登記異動
データ更新業務委託

総務部
課税課
35-1179

R5.6.30 ¥3,029,400
朝日航洋㈱山形営業
所

2

　本業務は、地方税法第380条第3項及び同法第382条第3項
の規定に基づき、公共座標で数値化された土地の分合筆等
の登記異動データを任意座標で管理する地番図システムに
取り込むことにより、次年度の固定資産税に係る賦課事務
に備えて、評価の基礎資料を整備するものである。
　本業務を実施するためには、更新データに係る精緻な検
証作業等を伴うものであり、既存プログラムとの照合及び
修正作業を行えなければならないことから、当該システム
の開発元であり、著作権を有する朝日航洋株式会社山形営
業所以外には実施できる者がいない。

131 物品
くしびき温泉ゆーＴｏｗｎ揚
湯ポンプ用備品購入

櫛引庁舎
市民福祉課
57-2116

R5.6.30 ¥26,609,000
コスモスウェルサー
ビス㈱

2

　くしびき温泉ゆーＴｏｗｎの源泉は鉄分やガスを多く含
んでおり、国産の揚湯ポンプではその過負荷に耐えること
ができず故障が多発したため、平成８年度から、油田の採
掘でも実績のある米国産メーカー（現ベーカーヒューズ
社）の揚湯ポンプを使用してきた。
　本件は、現在使用中の揚湯ポンプに万一不具合があった
場合、即座に交換できる予備ポンプの購入であり、ポンプ
に電源を送るために必要なパワーケーブル等の付随備品と
の互換性から同一品でなければならない。
　ベーカーヒューズ社の揚湯ポンプについては、国内では
コスモスウェルサービス株式会社のみが独占的販売権利を
有しているため、購入先は同社のみである。

130 修繕
湯殿山スキー場　第１ロマン
スリフトＡ線修繕工事

朝日庁舎
産業建設課
53-2120

R5.6.30 ¥10,395,000
日本ケーブル㈱東北
支店

2

  第１ロマンスリフトは、設計から建設まで日本ケーブル
株式会社東北支店が行っている。リフトを構成する機材・
設備の大部分が同社のオリジナル仕様で、リフトの運行も
同社のプログラムによるものであるため、同社しかオー
バーホール(分解整備)や更新が出来ない。
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129 委託

健診異常値放置者受診勧奨業
務及び第３期データヘルス計
画・第４期特定健康診査等実
施計画策定業務委託

健康福祉部
国保年金課
25-2731

R5.6.28 \5,946,600
（総支出予定額）

㈱データホライゾン 2

　本業務は、「日本再興戦略」（H25.6.14）に基づく、第
３期データヘルス計画の策定及び「高齢者の医療の確保に
関する法律」第１９条に基づく、第４期特定健康診査等実
施計画の策定、並びに健診異常値放置者に受診勧奨を行う
事業である。
　本市では、現在、現行計画に基づいて特定健診事業等の
保健事業を実施し、国民健康保険被保険者の健康増進と健
康寿命の延伸を推進している。きめ細やかな保健事業を、
ＰＤＣＡサイクルに沿って効果を高めながら実施していく
ためには、被保険者の健康状態や疾病構成、医療費等の現
状把握・分析を可能な限り高い精度で行い、本市の健康課
題を正確に抽出・明確化した次期計画を策定する必要があ
る。
　疾病構成や医療費を高い精度で把握・分析するために
は、傷病名ごとの正確な医療費の把握が重要となる。医療
費分解技術は、レセプトデータから傷病名と投薬や検査等
の診療行為を正しく紐づけして分析できる技術であり、医
療費の分析技術の中で、現在、最も優れており、両計画の
策定に必要不可欠な技術である。また、当該技術は、現行
計画の策定にも用いていることから、現在実施している保
健事業の正確な効果測定ができることに加え、健診異常値
放置者の正確な抽出も可能とするものである。
　本事業の実施に必要な医療費分解技術は、株式会社デー
タホライゾンが特許を有しており、本事業を行えるものは
同社のみである。

128 修繕
鶴岡市営羽黒山スキー場
ペアリフト通信線交換修繕

羽黒庁舎
産業建設課
26-8776

R5.6.23 ¥10,230,000 安全索道㈱ 2

　リフトを構成する機械・装置は、JIS化（標準化）されて
おらず、当該部品についても、メーカー独自の安全基準に
よって設計・製作されており、他社の機械・装置と混在す
ることは、安全性の観点からメーカーが想定していない。
　また、他社製品を使用した場合、故障や事故等が起こっ
た際の責任の所在が曖昧となり、早期解決が困難になると
いう大きなリスクを伴うことから、当該リフトを設計した
安全索道株式会社以外に実施できる者がいない。
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127 物品
土木積算システム及びハード
ウェアの賃貸借(再リース)

建設部
土木課
35-1385

R5.6.21 ¥3,324,244
㈱鶴岡電子計算セン
ター

2

　現在リース契約している土木積算システム及びハード
ウェアの賃貸借契約期間が令和5年8月31日をもって満了す
る。
　そのため、業務効率化の観点より新システムの導入の検
討を重ねていたが、昨今の世界情勢等により端末等の納品
時期が不明瞭で導入検討に時間を要していることから、新
システム導入までの間、再リースが必要となるもので、現
在のシステムを導入、保守をしている株式会社鶴岡電子計
算センター以外に受注できるものがいない。

126 物品
鶴岡市コミュニティセンター
等２２施設低圧電力需給契約
（従量電灯Ｃ及び低圧電力）

総務部
コミュニティ
推進課
35-1203

R5.6.16 ¥23,128,778
ミツウロコグリーン
エネルギー㈱

2

　本電力需給契約について、鶴岡市登録業者へ入札会参加
の可否について事前調査を実施したところ、応札可能の回
答があったミツウロコグリーンエネルギー株式会社を指名
する。

125 委託
赤川（鶴岡市大宝寺地区ほ
か）堤防除草委託

建設部
都市計画課
35-1332

R5.6.16 ¥4,455,000
第30回赤川花火記念
大会実行委員会

2

　本業務委託は国土交通省酒田河川国道事務所から鶴岡市
が受託した業務を再委託するものであり、酒田河川国道事
務所委託仕様書第１条において、地域住民との協働による
河川管理（除草作業）を実施するものと定められている。
　令和３年度までは、赤川河川緑地の環境美化活動を実施
するために発足された赤川河川緑地管理組合に委託してい
たが、令和４年度には同組合より受託困難との話があり、
新たな委託先を検討する移行期間として例外的に指名競争
入札により実施した経緯がある。その後調整を重ね、第３
０回赤川花火記念大会実行委員会より受託可能との回答を
得たものである。同委員会は、例年８月に赤川河川緑地で
開催される「赤川花火大会」を運営するために地元有志で
組織されており、花火会場整備の一環として赤川での広範
囲の除草作業の実績がある。
　以上のことから、本業務を受託できるのは同委員会をお
いてほかにない。
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124 物品
デジタルドリル（中学校分）
の使用契約

教育委員会
学校教育課
57-4872

R5.6.16 ¥12,251,250 ㈱ＣＯＭＰＡＳＳ 2

　本事業は国の施策「GIGAスクール構想」により、一人１
台の端末及び高速通信ネットワークが整備されてから３年
目を迎えているが、さらにその使用を促進させ、個別最適
化された学習環境を整え、学力向上を図るためデジタルド
リルの整備を行うものである。
　中学校段階においては、各校毎に教育の特色、生徒の実
態に大きく差があることから、各校において令和４年度に
試用・検討し、製品の選定を実施した。
　市内１１中学校のうち１０校において選定した製品であ
る「Qubena」は直接販売であるため、使用契約を締結可能
であるのは、開発元の株式会社COMPASSのみである。

123 委託
令和５年度鶴岡市インバウン
ドプロモーション事業委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R5.6.14 ¥6,360,000
一般社団法人DEGAM
鶴岡ツーリズム
ビューロー

2

　当該事業は、水際対策緩和後のさらなるインバウンド誘
客促進を目的としており、「第二次鶴岡市総合計画」にお
いて、観光情報の発信、旅行商品の提案については、観光
地域づくり法人（ＤＭＯ）が担う機能として位置づけられ
ている。
　また、事業内容としては、外国人訪日観光客に向けた情
報発信や旅行商品づくりのために国内外での商談会への参
加を実施するものであり、多言語での業務遂行が必須であ
る。
　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローは、
多言語での業務を遂行可能な専門人材を有し、市内に所在
する唯一の観光地域づくり法人である。

122 物品
鶴岡市文化会館高圧電力需給
契約（長期継続契約）

教育委員会
社会教育課
57-4867

R5.6.14 ¥25,678,764
東北電力㈱庄内営業
所

8

　本業務について、指名競争入札を行ったが、入札会に参
加する業者がなく不調に終わった。しかし、電力供給は必
要不可欠な業務であることから、個別に問い合わせしたと
ころ、東北電力株式会社庄内営業所から入札、見積によら
ない申込による受付であれば契約可能との回答を得たため
同社を指名する。
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121 物品
人事給与・庶務事務システム
の賃貸借（長期継続契約）

総務部
職員課
35-1159

R5.6.9 ¥38,306,400
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱

2

　本システムは、職員情報の管理や人件費の計算など市の
全庁的な事務の根幹を担うシステムである。当初、システ
ム構築には半年から８ヶ月程度を要すると見込んでいた
が、現在のシステムを提供する会社と同規模他社を対象に
調査したところ、新たなシステムの構築には１年以上かか
るとの回答があった。
　一方で、現在使用しているハードウェアは令和６年２月
で保守期間が満了するため、それ以降は保守を受けること
ができず、安定運用が維持できない恐れがあることから、
構築期間を確保するために既存システムを延長して使用す
ることはできない。
　以上のことから、現在使用している日本電気株式会社製
のシステムを継続使用するものである。
　また、本市に登録している業者で、本システムの著作権
を有する日本電気株式会社が調達を許可した者はＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社のみである。

120 物品
統合内部事務システム賃貸借
（長期継続契約）

企画部
情報企画課
35-1193

R5.6.9 ¥50,806,800
ＮＥＣキャピタルソ
リューション㈱

2

　本システムは、市の全庁的な事務の根幹を担うシステム
である。当初、システム構築には半年から８ヶ月程度を要
すると見込んでいたが、現在のシステムを提供する会社と
同規模他社を対象に調査したところ、新たなシステムの構
築には１年以上かかるとの回答があった。
　一方で、現在使用しているハードウェアは令和６年２月
で保守期間が満了するため、それ以降は保守を受けること
ができず、安定運用が維持できない恐れがあることから、
構築期間を確保するために既存システムを延長して使用す
ることはできない。
　以上のことから、現在使用している日本電気株式会社製
のシステムを継続使用するものである。
　また、本市に登録している業者で、本システムの著作権
を有する日本電気株式会社が調達を許可した者はＮＥＣ
キャピタルソリューション株式会社のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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119 委託
鶴岡市温海地域家族まるごと
移住体験事業

温海庁舎
総務企画課
43-4611

R5.6.9 ¥2,750,000 ㈱キッチハイク 6

　本事業は、自然の中での暮らしや子育て環境に関心の高
い都市圏の家族層を対象に、保育園での一時預かりを中心
とした地域への滞在プログラムを提供する事業であり、全
国で実施されている取組みのうち、優良事例とされている
事業を参考に事業スキームを構築している。
　その事業スキームにおいて事業効果を最大限あげるため
には、保育の一時預かりを含む滞在プログラムに精通し、
かつ、参加者の募集から受入れ保育園・地域との調整など
多岐にわたる業務を円滑に行うためのノウハウと見込顧客
を確保しており、夏前に事業に取り掛かれることが業者選
定の条件となる。
　「保育園留学」という独自の特許のもと、全国各地での
事業実績があり、地方での自然体験を希望している顧客を
約600家族有している株式会社キッチハイクはこれらの条件
を満たしており、同社以外の事業者では打ち合わせ等の準
備に時間を要し、円滑な事業実施が見込めず、最大限の事
業成果を得る機会を失することになる。
　以上のことから、株式会社キッチハイク以外に実施でき
る者はおらず、本事業において同社と特命随意契約を締結
するものである。

118 委託
鶴岡市中心市街地将来ビジョ
ン策定支援業務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R5.6.5 ¥3,289,000
学校法人早稲田大学
総合研究機構

2

　本市中心市街地の今後の中長期的なまちづくりの方針と
なる「中心市街地将来ビジョン」を令和5年度に策定するこ
ととしており、本業務は、都市計画・まちづくり・景観分
野の専門的な視点からのワークショップ運営支援及びビ
ジョン検討経過や結果の公表についての支援を委託するも
のである。
　早稲田大学総合研究機構と鶴岡市は、平成28年に「早稲
田大学総合研究機構と鶴岡市とのまちづくりに関する協
定」を締結し、将来を見据えた都市政策の推進に連携して
取り組むこととしており、協定では「中心市街地における
まちなか居住の推進に関する事項」「中心市街地の空間整
備と賑わい創出のプロジェクトに関する事項」「産学公民
連携によるまちづくりの推進に関する事項」等を連携事項
として定めている。
　本業務については、協定で定める連携事項に基づき実施
する事業であることから、実施できるのは同機構のみであ
る。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

117 委託 鶴岡市ふるさと納税推進業務
総務部
総務課
35-1114

R5.6.1 ¥88,804,760
(総支出予定額)

㈱チャンピオン鶴岡
店

2

　本業務はふるさと納税業務に係る寄附の受付、寄附者情
報の管理、返礼品の発注・配送管理・新規返礼品開発、プ
ロモーション等の業務を民間事業者に委託することによ
り、事業の効率化を図るとともに、寄附金額の増加並びに
本市の魅力発信の強化を図ることを目的とする。
　最も適切に業務を実施いただく事業者を選定するため、
公募型プロポーザル方式を採用し、委託事業者選定委員会
において応募3社を審査した結果、㈱チャンピオン鶴岡店が
優先交渉権者に選定され、見積金額も予定価格内であった
ため、契約を締結したものである。

116 委託
令和５年度特定健診受診率向
上対策事業業務委託

健康福祉部
国保年金課
25-2731

R5.5.31 \6,110,500
（総支出予定額）

山形県国民健康保険
団体連合会

㈱キャンサースキャ
ン

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下、「連合会」とい
う）は、県内市町村が国民健康保険法に基づき国民健康保
険に関する事務の共同処理をするために設立した団体であ
る。
　本業務は、特定健診受診率及び特定保健指導実施率の向
上を図るため、連合会が定めた令和5年度特定健診・特定保
健指導受診率等向上対策事業実施要綱に示した業務内容
（受診勧奨や分析等）を実施するものであり、事業の実施
にあたっては、データの抽出や全体の調整、運営等は連合
会が行い、その他の主な業務については、連合会が選定し
た株式会社キャンサースキャンが行うものとしている。要
綱において、この２者と事業実施を希望する市町村が３者
による契約を結ぶこととしているため、随意契約とする。

115 委託 教職員定期健康診断業務委託
教育委員会
学校教育課
57-4865

R5.5.31 \6,781,830
（支出見込額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　教職員定期健康診断の実施には、指定した日に多数の人
が複数の検査項目と受診者自身が希望するオプション検査
を同時に受診できる健診体制と仕様書に定める結果判定資
料の作成及び教育委員会が求める各種データ抽出が可能で
あることが必要であり、本市の競争入札参加資格登録名簿
の中で上記の健診体制を有し、かつ、仕様に対応した業務
を履行できるのは一般社団法人鶴岡地区医師会のみであっ
た。

114 物品
鶴岡市コミュニティセンター
等９施設高圧電力需給契約
（長期継続契約）

市民部
コミュニティ
推進課
35-1203

R5.5.30 ¥24,363,918
東北電力㈱庄内営業
所

2

　本電力需給契約について、鶴岡市登録業者へ入札会参加
の可否について事前調査を実施したところ、全９者から不
可との回答があった。個別に問い合わせたところ、東北電
力株式会社庄内営業所から契約可能との回答があったた
め、同社を指名する。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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113 委託
令和5年度生活困窮者等就労
準備支援・就農訓練業務委託

健康福祉部
福祉課
35-1285

R5.5.30 ¥4,758,710
社会福祉法人月山福
祉会

2

　本業務は、生活困窮者自立支援法の任意事業として国の
生活困窮者自立支援事業実施要綱の中の就労準備支援事業
（就農訓練事業）実施するもの。
　委託先については、国策定の就労準備支援事業の手引き
内３章の３（１）において、次のとおり留意点が示されて
いる。
　①地域の中に、以前から生活困窮者の就労支援に取り組
む団体がある場合は、それらの団体との連携を検討するべ
き。
　②自治体からの委託を受け生活保護受給者の就労支援事
業を実施している団体や障害者就業・生活支援センターや
障害者福祉サービスの担い手となっている団体など、専門
性を活用する。
　また、本事業は、就労準備支援とともに、就農訓練を実
施することから農業に関わる事業所である必要がある。社
会福祉法人月山福祉会は、障害福祉サービス事業や、生活
困窮者就労訓練事業の県の認定を受け実施しており、さら
に、障害者と農業をつなぐ農福連携を展開している。以上
のことから、本市において、就労準備支援事業の就農訓練
事業を実施できる専門性のある法人は、社会福祉法人月山
福祉会のみであることから、同法人と特命随意契約を締結
するものである。
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112 委託
介護保険料当初特別徴収通知
ハガキ作成業務委託

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R5.5.29 ¥1,996,500
山形ソリューション
ビジネス㈱鶴岡営業
所

2

　本業務は、個人の氏名、住所をはじめ所得情報や介護保
険料額など、機密性の高い個人情報を含むデータ媒体の受
け渡しや成果物の搬送を伴うものである。
　したがって、個人情報の紛失や漏えいなどに対するセ
キュリティ対策に万全を期すため、「個人情報特記事項」
の遵守に加え、個人情報の保護体制に対する第三者認証で
ある「ISMS（情報セキュリティマネジメントシステ
ム）」、もしくは「プライバシーマーク」を付与された者
との契約が要である。
　本市の登録業者「物品」または「役務」において、「市
内」または「準市内」に所在を有し、業種区分及び業種名
が「印刷」または「情報処理」である業者は42者あり、そ
のうち「ISMS」または「プライバシーマーク」の認証業者
は7者であった。
　当該7者に対して、当該業務の受注の可否について問い合
わせしたところ、受託可能と回答があった者は山形ソ
リューションビジネス株式会社鶴岡営業所のみであった。

111 委託
鶴岡市し尿処理施設運転管理
業務委託【長期継続契約】

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.5.25 ¥40,788,000
庄内環境保全協同組
合

2

　本市業者登録「役務」において、所在が「市内」、業種
区分が「施設・設備の維持管理・保守点検」、業種名が
「下水道処理施設」、業務内容に「下水道処理施設の運
転・管理・清掃、関連設備・機械の保守点検」のある者の
うち、し尿処理施設の運転管理に必要な資格（廃棄物処理
施設技術管理者、第二種酸素欠乏危険主任者または酸素欠
乏・硫化水素危険作業主任者）を有しており、かつ、廃棄
物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条第１項におい
て、受託者が受託業務を遂行するに足りる人員を有し、受
託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者で
あることの条件を満たす者は、庄内環境保全協同組合のみ
であった。

110 委託
低所得世帯への物価高騰対策
支援金給付対応システム改修
業務

健康福祉部
福祉課
35-1252

R5.5.23 ¥4,730,000 日本電気㈱山形支店 2

本業務は、新給付金の迅速な支給を実施するため、給付
金支給事務に必要な各種情報を保有している既存の給付金
管理システムに新給付金に関する各種機能を追加するシス
テム改修を委託するものである。

本システムは日本電気株式会社が設計・構築を行ったも
のであり、本市の業者登録において、作業に関わる技術情
報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気株
式会社山形支店のみである。
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109 委託
インボイス対応における財務
会計システム改修業務

総務部
財政課
25-2111
内線357

R5.5.22 ¥6,798,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、本市が財務会計業務で使用している財務会計
システムについて、令和5年10月から開始となるインボイス
制度に対応するため必要なシステム改修を行うものであ
る。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の登録業者で作業に関わる技術・情報を
有し、その改修に当たることができる者は日本電気株式会
社山形支店のみであるため。

108 委託
令和5年度RPAツール等導入・
活用による業務作業効率化等
支援業務委託

総務部
職員課
35-1159

R5.5.18 ¥7,062,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、人手で行う電子処理をソフトウェアにより自
動化する仕組みを構築するものである。この仕組みを構築
するにあたって、日本電気株式会社が設計・構築した住民
情報や課税情報等の基幹系システムと連携させるため、本
システムの使用権を有する業者でなければ実施できない。
本市の業者登録において、本システムの仕様を把握し、作
業に関わる技術情報を有する者は、日本電気株式会社山形
支店以外にいない。

107 委託
統一的な基準による令和4年
度財務書類作成支援業務委託

総務部
財政課
25-2111
内線357

R5.5.17 ¥5,830,000
税理士法人あさひ会
計

6

　本業務は、令和４年度決算の財務書類を作成し、令和３
年度決算との比較を含め財務諸表の作成を行うものである
が、税理士法人あさひ会計は、平成２７年度及び２８年度
にあっては、地方公会計に関連する「公共施設等総合管理
計画及び固定資産台帳整備支援業務」を、平成２９年度以
降は「統一的な基準による財務書類作成支援業務委託」を
受託している。
  財務書類の整備にあたっては、上記の蓄積されたノウハ
ウと本市の実情に合わせた固定資産に係る仕分処理や減価
償却処理、一般会計と他会計との取引相殺処理、第三セク
ターとの連結設定、財務書類全体の整合性確保等が必要で
あり、こうしたノウハウがない場合、財務書類のみならず
固定資産台帳整備も含めた協議と調整が新たに必要とな
り、本市・受託者側双方に費用的・時間的負担が必要とな
るため。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

106 委託
鶴岡市生活支援体制整備事業
業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進室
35-1251

R5.5.15 ¥3,600,000
一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本業務は、介護保険法に基づき、生活支援コーディネー
ター(地域支え合い推進員)による高齢者の地域での支え合
い体制の構築を推進するものであり、高齢者の総合相談窓
口となる地域包括支援センターとの連携が前提である。業
務の実施に当たっては、「地域支援事業実施要綱」（平成
18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知）に基づ
いて実施することとなるため、次に掲げる要件が求められ
る。
① 本市が委託設置し、地域の高齢者の相談支援を行ってい
る事業所であること。
② 鶴岡市地域包括支援センター運営協議会において、公
平、中立かつ効率的な実施に関する評価を得た事業所であ
ること。
　市内11の日常生活圏域において①②の要件を満たし本業
務を実施できるのは9事業者である。11の日常生活圏域のう
ち、10の日常生活圏域については、8事業者と契約を締結済
みである。残る1つの日常生活圏域（第3学区、湯田川、田
川エリア）において、①②の要件を満たし、本業務を実施
できるのは、一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

105 委託
令和５年度子育て世帯生活支
援特別給付金給付事業に係る
システム改修業務委託

健康福祉部
子育て推進課
26-0176

R5.5.15 ¥2,211,000 日本電気㈱山形支店 2

　当該業務は、令和５年度子育て世帯生活支援特別給付金
給付事業の実施にあたり、迅速な支給事務を行うため、令
和４年度子育て世帯生活支援特別給付金給付事業で導入し
たシステムについて、今年度分支給事務に対応できるよう
システム改修を委託するものである。
　当該システムは、日本電気株式会社が設計・構築を行っ
たシステムであり、本市の業者登録において、作業に関わ
る技術情報を有し、その改修にあたることができるものは
日本電気株式会社山形支店のみであった。

104 修繕
鶴岡市し尿処理施設汚泥脱水
機整備修繕

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.5.9 ¥11,000,000
㈱西原環境東北営業
所

2

　当該脱水機は、㈱西原環境が開発したものであり、中央
監視制御装置との取り合い調整等設定作業を含め、同社独
自の専門的知識や技術を伴うことから、本修繕を実施でき
るのは「㈱西原環境　東北営業所」をおいて他にない。

103 委託
令和5年度高速破砕機定期保
守点検業務

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.5.1 ¥4,742,584 近畿工業㈱ 2

　高速破砕機は「近畿工業株式会社」が鶴岡市リサイクル
プラザ専用に、収集された不燃ごみ及び個人より搬入され
た粗大ごみを最適に処理する様、設計基準を含め独自開発
したものであり、同社以外調整等保守点検が出来ない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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102 委託
国民健康保険被保険者証更新
に伴う共同印刷等業務

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.5.1 \2,966,478
(総支出予定額)

山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」と
いう。）は、県内市町村が国民健康保険法に基づき国民健
康保険に関する事務の共同処理をするために設立された団
体である。
　県と市町村が共同で国民健康保険を運営するにあたり、
事業の広域化や効率化を推進するため、本県の国民健康保
険の統一的な運営方針において、保険者事務の共同実施の
取組が図られている。
　本業務においても、国民健康保険被保険者証の一斉更新
（毎年８月１日）に向けて共同印刷・封緘事務を拡充する
こととされており、その体制を整え、業務を効率的に行う
ことが出来るのは、国保連合会のみである。

101 委託
令和５年度使用済み乾電池等
の処理・処分業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2848

R4.4.28 ¥4,254,000 野村興産㈱ 2

　使用済み乾電池等の収集・運搬、処理・処分は、「使用
済み乾電池の広域回収・処理計画について」（厚生省生活
衛生局水道環境部環境整備課長通知：昭和61年2月6日）に
より、公益社団法人全国都市清掃会議（全都清）が使用済
み乾電池等の広域回収・処理計画を定めて使用済み乾電池
等広域回収・処理連絡会（全都清内設置）が運営する処理
ルートの活用によって安全かつ効率的な収集・運搬、適正
な処理・処分が求められていることから、「処理・処分」
については、使用済み乾電池、蛍光管等水銀含有廃棄物の
適正な処理・リサイクルを行う業者として全都清が指定す
る野村興産株式会社をおいて他にない。																				

100 委託 道路清掃業務委託
建設部
土木課
35-1403

R5.4.21 ¥2,420,000 鶴岡建設㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「清掃等」、
業種名「公園等清掃」に登録しており、かつ鶴岡・藤島・
羽黒の各地域に本社を有する事業者に対し、委託の可否に
ついて電子メールで問い合わせたところ、対応可能との回
答があった事業者は鶴岡建設㈱のみであった。

99 委託
ビーチクリーナー等による海
岸清掃業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R5.4.17 ¥9,526,000 日本農産㈱ 2

　本市海岸は県内外から多くの観光客が訪れるため、砂浜
の景観と安全性確保を目的として、ビーチクリーナーと呼
ばれる海岸清掃専用重機を使用し、砂に埋もれているゴミ
や比較的細かいゴミの除去が不可欠となる。
　本市の業者登録「役務」において、所在が「市内」か
つ、業種区分が「清掃等」かつ、業種名が「公園清掃等」
かつ、業務内容に「海岸清掃」がある業者のうち、事前調
査によりビーチクリーナーによる作業が可能とメール、FAX
等で回答があったのは日本農産株式会社のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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98 委託
令和５年度鶴岡市管理跨道橋
点検業務

農林水産部
農山漁村振興
課
35-1298

R5.4.17 ¥3,135,000
東日本高速道路㈱東
北支社鶴岡管理事務
所

2

　本業務は、東日本高速道路株式会社東北支社鶴岡管理事
務所が管理する山形自動車道と交差する橋梁の点検を行う
ものであるが、橋梁点検実施の際には、高速道路本線を通
行止規制して作業を実施する必要がある。広域に不特定多
数の高速道路利用者に対する通行規制の周知を行い、かつ
経常的な安全管理を行うことが可能となる者は、同社のみ
である。

97 委託
【鶴岡市中心市街地居住促進
事業】令和５年度不良住宅処
分業務

建設部
都市計画課
35-1315

R5.4.6 ¥3,339,380
特定非営利活動法人
つるおかランド・バ
ンク

2

　鶴岡市中心市街地促進事業の実施を目的に２事業者と協
定を結んでおり、今回の委託の可否について問い合わせた
ところ、対応可能と回答があったのが特定非営利活動法人
つるおかランド・バンクのみであった。

96 委託
温海中学校通学用自動車借上
げ

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.4 ¥53,059,600 庄内交通㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又
は営業所を有する１３業者に対し書面にて問い合わせたと
ころ、温海地域内に営業所があり、かつ、自社所有のバス
４台の借上げ運行が可能であるとの回答があった業者は庄
内交通株式会社のみであった。

95 委託
あつみ小学校通学用自動車借
上げ

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.4 ¥3,846,200
温海温泉観光自動車
㈱

2

  本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」の内、本市に本社又
は営業所を有する１３業者に対し、書面にて、タクシー運
行業務の営業区域と営業所所在地、およびあつみ小学校の
登下校運行の可否について調査を行った結果、「旧温海町
を営業区域とし、かつ温海地域に営業所を有する」業者の
内、当該運行を可とするとの回答があった業者は温海温泉
観光自動車株式会社のみであった。

94 委託 鶴岡市森林経営管理業務委託

農林水産部
農山漁村振興
課
35-1298

R5.4.3 ¥2,970,000 出羽庄内森林組合 2

　本業務は、平成３１年４月に施行された森林経営管理法
に基づく森林経営管理制度に対応した各種業務委託の発注
に先立ち、この委託発注の準備補助として必要な情報収
集・資料作成を行う業務委託である。
　この業務委託にあたり、対象森林の所有者・管理者及び
森林資源量の情報を持っていること、近隣森林の森林経営
計画策定し施業を行い対象森林の状況把握していることか
ら、この業務委託に対応できるのは出羽庄内森林組合のみ
である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
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93 委託
NHK大河ドラマ「どうする家
康」相互協力冊子制作業務委
託

企画部
政策企画課
35-1184

R5.4.3 ¥4,538,600
一般財団法人ＮＨＫ
財団

2

　令和５年の日本放送協会（以下、「NHK」という。）の大
河ドラマ「どうする家康」では、旧庄内藩主家酒井家の祖
で、徳川四天王筆頭とされる酒井忠次公が大きく取り上げ
られている。
　本業務は、当該ドラマとタイアップし、酒井忠次公ゆか
りの地として本市をPRする冊子を制作するものであり、注
目度の高い大河ドラマと連携し、シティプロモ―ションを
図ることで高いPR効果につながる。
　大河ドラマの画像や公式ロゴマーク等の使用の権利はNHK
に帰属するが、当該著作物等を使用し、自治体などと連携
した「相互協力事業」を実施できるのは、NHKの関連団体で
あり、その広報事業を行う一般財団法人NHKサービスセン
ターのみである。

92 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その１）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥15,494,114
㈲鶴岡マシンサービ
ス

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械１０台に対して請負可能との回答があった業者は、
有限会社鶴岡マシンサービスのみであった。

【除雪機械】庄内000る20、庄内900る186、庄内900る187、
庄内900る188、庄内000る282、庄内900る287、庄内900る
288、庄内900る290、庄内900る334、庄内000る471



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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91 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その２）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥56,270,033 ㈲トガシ機械 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械２９台に対して請負可能との回答があった業者は、
有限会社トガシ機械のみであった。

【除雪機械】庄内900る167、庄内900る148、庄内900る
266、庄内900る321、庄内900る391、鶴岡市ひ913、庄内900
る40、庄内900る383、庄内900る17、庄内900る105、
6150095、81187、81177、81143、庄内900る328、庄内900る
143、庄内900る161、庄内900る364、庄内900る118、庄内
900る91、庄内900る117、庄内900る185、庄内900る293、庄
内900る357、庄内900さ50、庄内900る77、庄内900る144、
庄内900る303、庄内900る329

90 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その３）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥50,306,239 旭車輌整備㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械２９台に対して請負可能との回答があった業者は、
旭車輌整備株式会社のみであった。

【除雪機械】庄内900さ53、庄内99ま744、庄内900る403、
庄内900る436、鶴岡市ひ735、羽黒町ひ94、鶴岡市の8080、
鶴岡市に2062、鶴岡市に2063、庄内99ま920、MS10MGH、庄
内99ま975、庄内99ま838、庄内900る34、庄内900る38、庄
内900る124、鶴岡市ひ6000、鶴岡市に809、庄内900る316、
庄内99ま686、庄内99ま928、庄内99ま941、庄内900る31、
庄内900る73、庄内900る101、庄内900る123、庄内900る
309、庄内900る389、鶴岡市の8079



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

89 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その４）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥30,963,442
出羽商事㈱鶴岡営業
所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械２９台に対して請負可能との回答があった業者は、
出羽商事株式会社鶴岡営業所のみであった。

【除雪機械】鶴岡市ひ930、鶴岡市ひ931、鶴岡市ひ961、庄
内900る97、庄内900る207、庄内900る214、庄内900る215、
庄内900る225、庄内900る226、庄内900る227、庄内900る
228、庄内900る231、庄内900る234、庄内900る235、庄内
900る255、庄内900る256、庄内900る258、庄内900る259、
庄内000る314、庄内000る323、庄内000る352、庄内000る
353、庄内000る354、GPM20013、庄内900る121、庄内900る
209、庄内900る141、庄内000る235、庄内900る377

88 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その５）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥39,872,985
コマツ山形㈱鶴岡営
業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械２１台に対して請負可能との回答があった業者は、
コマツ山形株式会社鶴岡営業所のみであった。

【除雪機械】庄内000る261、庄内000る233、庄内000る
236、庄内99ま358、庄内99ま545、庄内99ま847、庄内900る
176、庄内900る201、庄内900る323、庄内900る324、庄内
900る365、庄内00ま579、庄内900る276、庄内99ま931、庄
内900る78、庄内900る232、庄内900る275、庄内900る387、
庄内900る92、庄内99ま839、庄内900る434



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

87 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その６）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥13,019,971
日本キャタピラー合
同会社酒田営業所

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械９台に対して請負可能との回答があった業者は、日
本キャタピラー合同会社酒田営業所のみであった。

【除雪機械】庄内00ま870、庄内000る166、庄内000る165、
庄内99ま313、庄内99ま845、庄内000る405、庄内00ま976、
庄内00ま826、庄内900る146

86 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その７）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥15,893,887
コベルコ建機日本㈱
庄内工場

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械６台に対して請負可能との回答があった業者は、コ
ベルコ建機日本株式会社庄内工場のみであった。

【除雪機械】庄内900さ74、庄内99さ163、庄内900る75、庄
内99ま922、庄内00ま750、庄内99ま978

85 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その８）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥9,248,675 太洋自動車工業㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械７台に対して請負可能との回答があった業者は、太
洋自動車工業株式会社のみであった。

【除雪機械】庄内99ま538、庄内99ま930、庄内900る29、庄
内99ま954、庄内900る71、庄内900る154、庄内900る9



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

84 修繕
令和５年度除雪機械保守単価
契約（その９）

建設部
土木課
35-1403

R5.4.3 ¥3,152,102 北日本車輌㈱ 2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「物品」、
業種名「重機」に登録している業者の内、業務内容に「除
雪機械」の記載があり、かつ庄内地方に本社又は営業所が
ある２１業者に対し、市所有の除雪機械保守の請負可否に
ついて電子メール又はFAXで問い合わせたところ、下記の除
雪機械２台に対して請負可能との回答があった業者は、北
日本車輌株式会社のみであった。

【除雪機械】庄内900る128、庄内800は141

83 委託
令和５年度住民税法改正対応
システム改修委託《現年度運
用支援》（COKAS-X）

総務部
課税課
35-1176

R5.4.3 ¥3,399,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、本市で住民情報や課税情報等の基幹的な情報
のデータベースとして運用されているシステム(ＣＯＫＡＳ
－Ⅹ)の内の個人住民税の賦課計算や税額の決定に関する部
分について、地方税法の改正に伴ってシステムの改修を委
託するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技術
情報を有し、その改修に当たることができる者は日本電気
株式会社山形支店のみである。

82 委託
本庁舎公用車(マイクロバス)
運転業務労働者派遣

総務部
契約管財課
35-1157

R5.4.1 ¥2,172,618
公益財団法人山形県
シルバー人材セン
ター連合会

2

　本市の業者登録「役務」において、業者区分「派遣」、
業種名「労働者派遣」、業務内容「人材（労働者）派遣」
または「車輌運転手派遣」で登録されており、かつ、県内
に本社・営業所を有する7業者に対し、マイクロバス運転士
派遣の可否について電子メール・FAXで問い合わせたとこ
ろ、派遣可能との回答があった業者は、公益社団法人山形
県シルバー人材センター連合会のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

81 委託
郊外地域行政連絡業務及び歳
入の収納業務に係る委託

市民部
コミュニティ
推進課
35-1203

R5.4.1 ¥27,585,000
鶴岡地域郊外15地区
自治会・自治振興会

2

　本業務は、市民サービスの向上と行政運営の円滑化を図
るため、市から鶴岡地域郊外地域の住民会等の地域団体や
地域住民に対する施策の周知・普及や各種調査のほか、広
報等の配布や窓口業務の取次ぎ等の業務を委託するもので
ある。
　その実施に当たっては、地域住民の利便性を確保するた
め、各地区の地域活動の拠点施設であるコミュニティセン
ター等を委託場所としていることから、コミュニティセン
ター等において開館中に業務を実施可能でなければならな
い。また、受託者は、地域の実情に精通し、市や住民会等
の地域団体、地域住民と連絡調整が可能な立場にあり、業
務を円滑かつ継続的に実施できる者でなければならない。
　これらの要件を満たすのは、地区内の住民会等や関係団
体等で構成され、コミュニティセンター等を拠点に地域活
動を行う団体であり、かつコミュニティセンター等の指定
管理者である広域コミュニティ組織のみであり、ほかに代
わるものがない。

80 委託
令和５年度鶴岡市健康診査等
業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \4,512,000
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、「生活保護受給者等」、「40歳総合健診にお
いて国民健康保険以外の医療保険に加入している者」、
「40歳未満の市民で他で健診機会のない者」を対象に、生
活習慣病予防及び健康の保持と増進を図ることを目的に健
康診査を実施するものである。
　「鶴岡市健康診査」の集団健診は住民の利便性を考慮し
地域に出向いて実施し、人間ドック・個別健診については
市内のかかりつけ医やドック健診医療機関で実施する。
「鶴岡市40歳総合健診」は40歳を対象としたがん検診と歯
周疾患検診を併せた総合的な健診を実施する。「鶴岡市さ
わやか健診」は40歳未満の者を対象とし託児室の設置など
受診者の利便を考慮して実施する。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や
実施内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施
できる者は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

79 委託
令和５年度鶴岡市後期高齢者
健康診査業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \83,362,000
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、山形県後期高齢者医療広域連合の被保険者
（７５歳以上等）を対象に、糖尿病等の生活習慣病を早期
発見することを目的とした健康診査を、広域連合の委託を
受け実施するものである。集団健診は住民の利便性を考慮
し地域に出向いて実施する。人間ドック・個別健診につい
てはドック健診医療機関や市内のかかりつけ医で実施す
る。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や
実施内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施
できる者は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

78 委託
令和5年度鶴岡市国民健康保
険特定健康診査業務

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1 \96,919,000
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、鶴岡市国民健康保険の被保険者（４０～７４
歳）を対象とした、糖尿病等の生活習慣病を早期発見する
ことを目的とした特定健康診査を実施するものである。
　集団健診は住民の利便性を考慮し地域に出向いて実施す
る。人間ドック・個別健診についてはドック健診医療機関
や市内のかかりつけ医で実施する。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や
実施内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施
できる者は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

77 委託
後期高齢者健康診査費用支払
事務及びデータ管理の委託

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \2,355,000
（総支出予定額）

山形県国民健康保険
団体連合会

2

　本業務は、本市が山形県後期高齢者医療広域連合から受
託して行う健康診査の実施に要した費用の支払に関する業
務及び健診結果のデータ管理業務等を委託するものであ
る。山形県国民健康保険団体連合会は、国民健康保険法第
８３条１項に基づき本事業を遂行するために設立された団
体であり、本事業を実施することができるのは山形県国民
健康保険団体連合会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

76 委託
特定健康診査・特定保健指導
等費用支払事務及びデータ管
理の委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1 \3,449,000
（総支出予定額）

山形県国民健康保険
団体連合会

2

　公的医療保険に加入する４０歳以上の者に対しては、
「高齢者の医療の確保に関する法律」に基づき、保険者が
主体となり特定健康診査事業及び特定保健指導事業を実施
することとなる。
  本業務については、健診結果の適正なデータ管理及び健
診・保健指導実施機関からの審査とともに円滑な支払いを
行うものである。
　本業務を委託する山形県国民健康保険団体連合会は、国
民健康保険法第８３条第１項に基づき県内の市町村が設立
した団体であり、国民健康保険診療報酬の適正な審査支払
をはじめ、市町村国保の事務の共同化、円滑な事業運営を
目的とした県内唯一の団体である。

75 委託
令和５年度鶴岡市がん検診等
（人間ドック）検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \114,008,373
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の生活習慣病予防及び健康保持と増進を
図ることを目的として、「高齢者の医療の確保に関する法
律」に基づく特定健康診査（後期高齢者健康診査、健康診
査）及び健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９
条の２に基づき、「がん予防重点健康教育及びがん検診実
施のための指針」、「山形県健康診査実施要領」、「健康
増進事業実施要領」によりがん検診等を実施している。
　人間ドック検診は、受診者が検診機関に直接赴き、特定
健康診査及びがん検診等並びにその他検査で市が認めたも
のを、同一施設内において同時に行うものであり、市内で
は４医療機関が実施可能な検診機関である。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や
実施内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施
できる者は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

74 委託
令和５年度鶴岡市子宮がん乳
がん個別検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \32,111,950
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の健康保持と増進を図ることを目的とし
て、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条の
２に基づき、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施の
ための指針」及び「山形県健康診査実施要項」によるがん
検診を実施している。
　子宮がん乳がん個別検診は、受診者が市内の検診機関に
直接赴き、検診を実施するものである。
　本業務の実施にあたっては、各実施機関との契約単価や
実施内容の調整が必要であるが、本市においてそれを実施
できる者は一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

73 委託
令和５年度がん検診等（集
団）検診業務

健康福祉部
健康課
25-2731

R5.4.1 \40,866,014
（総支出予定額）

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本市では、市民の健康保持及び増進を図ることを目的と
して、健康増進法（平成１４年法律第１０３号）第１９条
の２に基づき、「がん予防重点健康教育及びがん検診実施
のための指針」、「山形県健康診査実施要領」及び「健康
増進事業実施要領」並びに「肝炎ウイルス検診等実施要
領」により検診を実施している。
　集団検診には、受診者の利便性を考慮し地域で行う検診
と、特定の方を対象に期日を決めて行う検診がある。地域
で行う集団検診には、胃がん検診、呼吸器検診の検診車の
配置が必要となり、対象者を限定し期日を決めて行う事業
の実施には、特定の日に、複数人が複数のがん検診等を同
時に受診できる検診機関である必要がある。
　本市において、上記の事業を実施できる者は、検査専門
機関である一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

72 委託
令和５年度鶴岡市国民健康保
険特定保健指導事業業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1 \5,016,000
(総支出予定額)

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　鶴岡市が国民健康保険の保険者として加入者に対して実
施する特定保健指導の実施機関は、「特定健康診査及び特
定保健指導の実施に関する基準」及び「特定保健指導の外
部委託に関する基準」で定められている実施基準を満たす
必要があり、これを満たす者は、一般社団法人鶴岡地区医
師会、医療法人継和会みやはらクリニック、鶴岡協立病院
の３機関である。
　発注に当たり、各実施機関と個別に契約を締結すること
は、発注者・受注者共に事務が煩雑になることから、事務
の簡素化を図るため、受注者の事務を一括して取りまとめ
るものであるが、本市において取りまとめを行える者は一
般社団法人鶴岡地区医師会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

71 委託
令和５年度鶴岡市国民健康保
険人間ドック業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1 \53,200,000
(総支出予定額)

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　鶴岡市国民健康保険人間ドック（以下、「国保人間ドッ
ク」）は、本市国民健康保険の被保険者（40歳以上）に対
し、疾病の早期発見及び早期治療による国保医療費の適正
化を目的として実施するものであり、特定健康診査やがん
検診等を同一施設内において同時に行う検査である。
　国保人間ドックの委託機関は「特定健康診査及び特定保
健指導の実施に関する基準」で定められている実施基準を
満たす必要があり、これを満たす者は、一般社団法人鶴岡
地区医師会、鶴岡市立荘内病院、医療法人継和会みやはら
クリニック、鶴岡協立病院の４機関である。
　発注に当たり、各実施機関と個別に契約を締結すること
は、発注者・受注者共に事務が煩雑になることから、事務
の簡素化を図るため、受注者の事務を一括して取りまとめ
るものであるが、本市において取りまとめを行える者は一
般社団法人鶴岡地区医師会のみである。

70 委託 鶴岡福祉バス運行業務委託
健康福祉部
福祉課
35-1252

R5.4.1 ¥5,376,235
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本業務は地域福祉の増進を図ることを目的とし、業務内
容は、単なるバスの運行や車輌管理のみならず、申請書の
受付や利用計画の調整、事故対応、福祉活動の提案、相談
対応等も含まれている。利用者である福祉関係団体の活動
内容や実情を把握し、福祉バスを利用した福祉活動をコー
ディネートする専門性が求められる。行政とともに地域福
祉事業を推進している法人であり、福祉関係団体の福祉活
動を総合的に支援している鶴岡市社会福祉協議会をおいて
ほかにない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

69 委託
令和5年度鶴岡市子どもの学
習支援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R5.4.1 ¥3,262,930
特定非営利活動法人
山形県ひとり親家庭
福祉会

2

　本事業は、平成27年に施行された生活困窮者自立支援法
の任意事業である。
　生活困窮者自立支援法第三条の７において「子どもの学
習・生活支援事業」が下記のとおり定義されている。
・生活困窮者である子どもに対し、学習の援助を行う事
業。
・生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対
し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に関する助
言を行う事業。
　また、本市では、国補助事業であるひとり親への支援事
業「子どもの学習・生活支援事業」として下記の事業を定
義している。
・ひとり親に対する支援を母子会と共に行う事業。
　以上のことから、県内において、学習支援・生活困窮の
子どもと親に対する支援・ひとり親（母子会）に対する支
援を行うことが出来る法人は、山形県ひとり親家庭福祉会
のみである。

68 委託
令和5年度鶴岡市生活困窮者
就労準備支援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R5.4.1 ¥8,299,500
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本事業は、平成27年に施行された生活困窮者自立支援法
の任意事業である。
　生活困窮者自立支援法第5条第2項では、「都道府県等
は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部または一部
を当該都道府県等以外の厚生労働省令で定める者に委託す
ることができる。」とされている。
　また、生活困窮者自立支援法施行規則第9条に、「法第5
条第2項に規定する厚生労働省令で定める者は、生活困窮者
自立相談支援を適切、公正、中立かつ効率的に実施するこ
とができる者であって、社会福祉法人等が適当。」とあ
る。
　本市において、生活困窮専門の相談支援窓口を持ち、専
門の支援手法を実践している社会福祉法人等であって、上
記の定めに沿って当該事業を適切、公正、中立かつ効率的
に実施することができる者は、鶴岡市社会福祉協議会のみ
である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日
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（税込み）

受注者
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随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

67 委託
令和5年度生活困窮者自立相
談支援事業委託業務

健康福祉部
福祉課
35-1285

R5.4.1 ¥19,997,505
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本事業は、平成27年4月1日に施行された生活困窮者自立
支援法の必須事業である。
　生活困窮者自立支援法第5条第2項では、「都道府県等
は、生活困窮者自立相談支援事業の事務の全部又は一部を
当該都道府県等以外の厚生労働省令で定めるものに委託す
ることができる。」とされている。
　また、生活困窮者自立支援法施行規則（厚生労働省令第
十六号）第9条　に「法第5条第2項に規定する厚生労働省令
で定める者は、生活困窮者自立相談支援を適切、公正、中
立かつ効率的に実施できる者であって、社会福祉法人等が
適当。」とある。
　施行規則の適切、公正、中立かつ効率的に実施できる者
は、本市において、生活困窮専門の相談支援窓口を持ち、
専門の支援手法を実践している社会福祉法人等は、鶴岡市
社会福祉協議会のみである。

66 委託
令和５年度鶴岡観光プラザ管
理運営業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R5.4.1 ¥3,850,000 ㈱清川屋 2

　本業務は、鶴岡商工会議所会館１階の西側部分におい
て、来館者への観光案内及び観光情報の提供と本市伝統工
芸品の紹介等を一体的に行うことを目的としている。
　観光プラザは展示スペースが限定されており、効率よく
展示・紹介するには伝統工芸品の在庫管理等を担う必要が
ある。
　当該フロアで隣接する物産販売業者を指名することによ
り、一体的な管理を行い、来館者が多くの伝統工芸品の実
物を手に取りながら、より具体的な紹介を受けると同時に
観光に関する情報を得ることが可能となる。
　現在、当該フロアで物産販売を担っている事業者は、株
式会社清川屋のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日

契約金額
（税込み）
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随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

65 委託
令和５年度鶴岡市観光案内所
運営業務委託

商工観光部
観光物産課
35-1301

R5.4.1 ¥9,422,576
一般社団法人DEGAM
鶴岡ツーリズム
ビューロー

2

　「第二次鶴岡市総合計画」において、観光情報の発信に
ついては、観光地域づくり法人（ＤＭＯ）が担う機能とし
て位置づけている。
　鶴岡市観光案内所は、マリカ東館１階ＦＯＯＤＥＶＥＲ
において、国内外からの観光客に対し、対面やメール、電
話などで直接的に観光情報を発信する拠点である。また、
日本政府観光局より、カテゴリー２の認定を受けており、
常時英語で広域の観光情報を提供する必要がある。
　一般社団法人ＤＥＧＡＭ鶴岡ツーリズムビューローは、
英語による観光案内対応が可能な人材を有し、市内に所在
する唯一の観光地域づくり法人である。

64 委託
令和５年度鶴岡市マリカ東館
管理業務委託

建設部
都市計画課
35-1315

R5.4.1 ¥40,538,300
一般財団法人鶴岡市
開発公社

2

　本業務は、マリカ東館について、その機能・性能を保持
し、常に正常で良好な状態を保つとともに、鶴岡市マリカ
東館管理要綱のほか関係法令等に基づき、必要かつ適正な
包括的管理を委託するものである。
　管理業務の実施にあたっては、清掃・衛生管理、設備管
理、建物及び設備の保全、保安警備など、建物保全に関す
る業務遂行の技術力に加えて、民間の商業店舗及び事業所
が賃貸借契約により入居していることから、入居管理にあ
たっては宅建取引業の資格を有していることが必要とな
る。
　同館規模の建物保全に関する管理技術と体制を有し、か
つ、入居管理に必要な宅建取引業の資格を有するのは一般
財団法人鶴岡市開発公社のみである。

63 委託
藤島駅乗車券類発売運営業務
委託

藤島庁舎
総務企画課
64-5813

R5.4.1 ¥4,581,500 ふじしま観光協会 2

　本業務は、東日本旅客鉄道㈱新潟支社(以下「ＪＲ新潟支
社」という。）との簡易委託発売契約及びＪＲ新潟支社庄
内統括センターとの協定に基づき行う業務であり、藤島駅
における乗車券類の発売、改札業務及び付帯する業務並び
に駅舎等の清掃作業について委託するものである。
　ＪＲ新潟支社との協議で、駅収入管理システム研修を受
講済みの特定の従事者を１年間継続的に配置することを条
件としており、この条件を満たした上で受託可能である者
は、ふじしま観光協会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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案　　件　　名
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契約締結日
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（税込み）

受注者
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号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

62 委託
令和５年度羽黒子育て支援セ
ンター事業業務委託

羽黒庁舎
市民福祉課
26-8774
内線108

R5.4.1 ¥9,916,000
社会福祉法人羽黒百
寿会

2

　本業務は、児童福祉法第６条の３第６項に基づき、市町
村が実施する「地域子育て支援拠点事業」として、乳幼児
及びその保護者の相互の交流や育児相談ができる場として
運営されるものであり、羽黒地域においては貴船保育園の
専用室で「羽黒子育て支援センター」の名称で開設されて
いる。
　当該センターの運営には、専用室以外にも保育園の玄
関、遊戯室、園庭等保育園施設全体が使用され、また、園
行事への参加、給食の試食、在園児との交流等、貴船保育
園との密接な連携が不可欠となっている。
　貴船保育園は現在、社会福祉法人羽黒百寿会が指定管理
者として管理運営を行っており、施設管理の範囲には当該
事業専用室も含まれている。他の団体に本事業のみの運営
を委託した場合、施設の管理を含め運営責任の所在が不明
確となり、本来の保育園事業に支障をきたす恐れもある。
同じ園舎内で保育園と子育て支援センター両事業の連携を
図りながら実施できる者は、貴船保育園の指定管理者であ
る同法人をおいて他にない。

61 委託
旧遠藤家住宅の公開に伴う管
理及び歳入の徴収業務

朝日庁舎
総務企画課
53-2113

R5.4.1 ¥2,261,512 渋谷　一志 2

　本業務は、旧遠藤家住宅の公開に伴い、施設の日常的管
理、入館料等の徴取、施設の維持管理業務を行うものであ
る。施設の維持管理業務の一つである葺き替え業務につい
て、本市業者登録、「建設工事」、業種名「屋根」に登録
している複数業者への調査では、専門業務となり葺き師を
配置しておらず請負不可との回答であった。隣家の住人で
あり、自らも茅葺き住宅に居住する渋谷一志氏は希少な葺
き師であり、当該業務の請負が可能である。また、夜間も
含む災害時の迅速な対応及び電気・消防設備の効率的管理
が可能であることから、本業務を受託できるのは同氏をお
いてほかにない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

60 委託
かたくり温泉源泉活用介護予
防・健康増進事業業務委託

朝日庁舎
市民福祉課
53-2115

R5.4.1 ¥3,999,820 いきいきぼんぼの会 2

　朝日地域では、市の施策として、地域住民の健康増進と
健康寿命の延伸を目的に、温泉入浴と組み合わせた介護予
防・健康増進事業を実施してきている。
　本業務は、温泉入浴を活用した介護予防・健康増進事業
の実施とともに、地域住民を主体とした介護予防事業の実
施団体・担い手育成へ向けた実践指導の役割も求められる
ことから、実施にあたっては地域事情に精通し、地域内の
各コミュニティセンター等、関係各機関との協力、連携が
必須である。
　現在、介護予防事業を実施している、いきいきぼんぼの
会は、本業務の実施に必要なノウハウ・スキルを備えてお
り、かつ地域内における関係各機関との協力体制が確立さ
れている唯一の団体である。
　また、温泉利用は事業開催日のみであることから、温泉
入浴にかかる源泉施設管理を合理的に実施することが可能
となる者は、同会のみである。

59 委託
朝日子育て支援センター事業
業務委託

朝日庁舎
市民福祉課
53-2115

R5.4.1 ¥8,398,000
社会福祉法人朝日ぶ
なの木会

2

　本業務は、児童福祉法第６条の３第６項に基づき、市町
村が実施する「地域子育て支援拠点事業」として、乳幼児
及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育て
についての相談や情報提供、助言その他の援助を行うこと
と定められており、朝日地域においては、朝日保育園内に
ある専用室を「朝日子育て支援センター」の名称で開設し
ているものである。
　当センターの運営には、専用室以外にも保育園の玄関、
遊戯室、園庭等保育園施設全体が使用され、また、園行事
への参加、給食の試食、在園児との交流等、朝日保育園と
の密接な連携が不可欠となっている。
　朝日保育園は現在、社会福祉法人朝日ぶなの木会が指定
管理者として管理運営を行っており、施設管理の範囲には
当該事業専用室も含まれている。他団体に本事業のみの運
営を委託した場合、施設管理を含め運営責任の所在が不確
かとなり本来の保育園事業に支障をきたす恐れもある。同
じ園舎内で保育園と子育て支援センター両事業の連携を図
りながら実施できるものは、朝日保育園の指定管理者であ
る同法人をおいて他にない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

58 委託
鶴岡市生活支援ハウス運営業
務委託

朝日庁舎
市民福祉課
53-2115

R5.4.1 ¥4,311,960
社会福祉法人朝日ぶ
なの木会

2

　本業務は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及
び交流機能を総合的に提供することを目的とするものであ
る。業務実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成
12年9月27日老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活
支援ハウス(高齢者生活福祉センター)運営事業実施要綱及
び鶴岡市生活支援ハウス運営事業実施要綱に基づき行うも
のであり、業務の委託については、以下に掲げる要件が必
要である。
○介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所
介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所
リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設を経営す
るものであること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備
した小規模多機能施設において実施すること。
〇朝日地域において実施可能であること。
　上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人朝日ぶな
の木会のみである。

57 委託
令和５年度鶴岡市生活支援ハ
ウス（温海高齢者生活福祉セ
ンター）運営業務委託

温海庁舎
市民福祉課
43-4613

R5.4.1 ¥3,553,000
社会福祉法人あつみ
福祉会

2

　本事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及
び交流機能を総合的に提供することを目的とするものであ
る。
　業務実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成12
年9月27日老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活支
援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要項及
び鶴岡市生活支援ハウス運営事業実施要綱に基づき行うも
のであり、業務の委託については、以下に揚げる要件が必
要である。
〇介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所
介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所
リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設を経営す
るものであること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備
した小規模多機能施設において実施すること。
〇温海地域において、実施可能であること。
　上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人あつみ福
祉会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

56 委託
鶴岡市児童生徒健康診断業務
委託

教育委員会
学校教育課
57-4865
内線324

R5.4.1 \6,482,366
(総支出予定額)

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　当該業務は、学校保健安全法に基づいて実施される児童
生徒の定期健康診断業務を委託するもので、学校保健安全
法施行規則に規定する期間内に、全ての検査項目について
児童生徒約9,000人に対し実施可能で、かつ、実施に際して
学校医を含む専門医の協力体制が必要である。
　本市の業者登録「役務」において、業種区分及び業種名
「その他の業務委託」に登録している業者の内、業務内容
に「健康診断業務」があった業者は「一般社団法人鶴岡地
区医師会」のみであった。
　当該法人は、学校医を含む市内医療機関の医師で構成さ
れ、専門医の協力体制のもと当該業務を実施可能な鶴岡市
内で唯一の健診機関である。

55 委託
史跡松ヶ岡開墾場包括管理運
営業務委託

教育委員会
社会教育課
57-4868

R5.4.1 ¥13,750,000
史跡松ヶ岡開墾場管
理運営協議会

2

　国指定史跡松ヶ岡開墾場は、各蚕室や関連施設を活用
し、明治当初の松ヶ岡開墾から現代に至るまでの本市の絹
産業の歴史と文化に触れて体験し学ぶ施設である。
　当該業務では、施設の日常的な維持管理のほか、松ヶ岡
開墾記念館やシルクミライ館では本市の絹産業や松ヶ岡開
墾場の歴史と文化に関する展示を行うことから、学術的な
ものを含む深い造詣を必要とする。また、国指定史跡や日
本遺産としての価値と魅力を十分に生かして、にぎわい創
出イベントを開催して地域活性化につなげるためには、地
域と深く連携してイベントを運営する必要がある。
　史跡松ヶ岡開墾場管理運営協議会は、開墾場内の事業所
７団体に、隣接する事業所１団体を加えた全８団体で構成
されており、各団体が互いの特性を生かして有機的な連携
体制をとれる組織である。同協議会は、このような連携に
よって各団体を統括し、史跡松ヶ岡開墾場を文化財施設と
して適切に管理運営するとともに、学びと交流の拠点とし
て一体的な活用を推進して、その価値と魅力を最大限に引
き出すことができる。また、地区住民との連携を効率的に
進めることが可能であり、本業務の実施に必要なノウハウ
を有する者は同協議会のみである。

54 委託
令和５年度鶴岡市鶴岡斎場運
営維持業務委託(長期継続契
約)

市民部
市民課
35-1194

R5.4.1 ¥37,412,100 ㈲鶴岡クリーン 2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「その他の業
務委託」、業務内容「火葬業務」に登録しており、かつ、
市内に本社を有する４者に対し、入札参加希望についてＦ
ＡＸで問い合わせたところ、希望有りと回答があった業者
は有限会社鶴岡クリーンのみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

53 委託
令和５年度住民系情報システ
ム標準化対応業務委託

市民部
市民課
35-1194

R5.4.1 ¥99,369,710 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は住民記録及び印鑑登録システムを標準化基準適
合システムに移行する作業を業務委託するものである。
　日本電気株式会社が構築した現行システムの改修である
ことから、本市の登録業者において、作業に係る技術・情
報を有し業務を実施できるのは、日本電気株式会社山形支
店のみである。

52 委託
令和５年度マイナポイント予
約・申込支援等業務委託

市民部
市民課
35-1194

R5.4.1 ¥3,300,000 ㈱東武酒田営業所 2

　本業務は、令和３年度より開始された国が実施するマイ
ナポイント事業において、ポイント予約・申込を希望する
市民への支援等に係る業務を委託するものであるが、申込
期間が令和5年5月31日まで延長されたことにより、引き続
き本業務を委託するものである。
　業務の遂行にあたっては、人員の確保と業務の習熟期
間、機材の調達が必要となるが、申込窓口は令和5年4月10
日から開設を予定しており、この短期間でこうした準備に
対応できる業者は、現在業務を受注している株式会社東武
酒田営業所のみである。

51 委託
令和５年度鶴岡市水難救助業
務委託

市民部
防災安全課
35-1204

R5.4.1 ¥5,101,085 山形県水難救済会 2

　水難救護法第3条で遭難船舶の救護等の事務は市町村長の
義務となっており、本業務は、水難事故が発生した場合の
人命及び遭難船舶等の救助業務を山形県水難救済会に委託
するものである。
　同会は、水難事故による人命及び遭難船舶等を救済する
ことを目的に設立された団体で、本業務を委託できる唯一
の団体である。

50 委託
鶴岡市リサイクルプラザ等運
転管理業務委託

市民部
廃棄物対策課
22-2849

R5.4.1 ¥148,005,000
㈱鶴岡地区クリーン
公社

2

　廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第４条におい
て、市町村以外の者に廃棄物処理の収集、運搬または処分
の委託をする場合には、受託者が受託業務を遂行するに足
りる人員を有し、かつ、受託しようとする業務の実績に関
し相当の経験を有する者であることの基準が定められてい
て、その基準を満たすものは株式会社鶴岡地区クリーン公
社のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

49 委託
令和５年度鶴岡市手話通訳者
設置事業

健康福祉部
福祉課
35-1273

R5.4.1 ¥3,015,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本業務は、障害者総合支援法に基づく市町村が行う地域
生活支援事業の必須事業となっており、手話通訳者の業務
は、聴覚障害者等へのコミュニケーション支援のほか、聴
覚障害者への障害福祉サービスの利用援助や生活相談等で
ある。また、手話通訳者の派遣事業では、地域生活支援事
業実施要綱において、円滑に行われるよう連絡調整業務担
当者の設置等に努めることとされており、当該業務に精通
した専門的知識及び技術を有する手話通訳者が望ましいと
規定されている。そのため、これらの業務を行うには、手
話通訳者の資格の他、障害者相談支援専門員の資格を有す
る者が適材である。
　鶴岡市内の手話通訳者の内この条件を満たす者は、鶴岡
市社会福祉協議会に在籍している１名のみである。また、
障害のある方の相談は多岐にわたるため個人での対応では
ニーズに対応しきれない。以上のことから、条件を満た
し、かつ組織として対応が可能な事業者は、同法人のみで
ある。

48 委託
令和５年度鶴岡市障害者相談
支援事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R5.4.1 ¥27,200,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　当該事業は、在宅の障害者に対して、福祉サービスの利
用援助、社会資源の活用や社会生活力を高める支援、ピア
カウンセリング、介護相談及び情報提供等、総合的な支援
を行うものである。市内には指定相談支援事業所は８事業
所あるが、ほかの事業所は１～３人体制で当該事業の遂行
は実質的に困難であるが、社会福祉法人鶴岡市社会福祉協
議会は、相談支援専門員を１０人配置しており、基幹相談
支援センターとしての機能を果たすために専門職を配置、
地域自立支援協議会をはじめとする地域の関係機関との連
携強化の取組、人材育成支援、地域移行・定着の推進に向
けた取組を実施可能な市内で唯一の事業所である。

47 委託
令和５年度鶴岡市障害児相談
支援事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R5.4.1 ¥5,336,000 社会福祉法人恵泉会 2

　当該事業は、鶴岡市障害者相談支援事業実施要項の事業
を実施するにあたり、在宅の障害児及び保護者に対して、
福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活力を
高める支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報提供
等、総合的な支援を行うものである。社会福祉法人恵泉会
は、当該事業を行うにあたり、幼児期からの専門的かつ総
合的な支援を行うことが可能な児童福祉法に規定する障害
児通所支援（児童発達支援）と障害児相談支援の両事業の
指定を受けている市内で唯一の事業所である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約締結日
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受注者
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随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

46 委託
令和５年度鶴岡市障害者地域
活動支援センター事業委託

健康福祉部
福祉課
35-1273

R5.4.1 ¥5,620,000
特定非営利活動法人
やすらぎの会

2

　当該事業は、鶴岡市障害者地域活動支援センター事業実
施要項の事業を実施するにあたり、利用者、特に精神障害
者に対して創作活動や生産活動の機会の提供などの支援や
関係機関との連携を実施するなど、専門的な知識を必要と
し、障害福祉サービスとして提供する自立支援給付費では
対応できない障害者の居場所を確保するとともに障害者の
地域生活支援の促進を図るものである。特定非営利活動法
人やすらぎの会の運営する「障がい者地域生活支援セン
ター翔」は、当該事業の適切な遂行にあたり、県の地域移
行・地域定着支援事業等の実績を有し、かつ当該事業を効
果的に実施するために必要な資格及び専門的技術等を有す
る職員（社会福祉士、精神保健福祉士等）を有する市内で
唯一の事業所である。

45 委託
令和5年度地域包括支援セン
ター運営業務委託

健康福祉部
長寿介護課
29-4180

R5.4.1 ¥214,172,000

社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会
一般社団法人鶴岡地
区医師会
社会福祉法人一幸会
社会福祉法人思恩会
社会福祉法人ふじの
里
社会福祉法人羽黒百
寿会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人朝日ぶ
なの木会
社会福祉法人あつみ
福祉会

2

　本業務は、介護保険法及び介護保険法施行規則に基づい
て設置する地域包括支援センター（以下「センター」とい
う。）において、包括的支援事業を実施し、地域住民の保
健医療の向上及び福祉の増進を図ることが目的である。
　業務実施にあたっては次に掲げる要件が求められるが、
令和４年８月２日に開催された「鶴岡市地域包括支援セン
ター運営協議会」において、市内法人でこの要件を満た
し、本業務を適切、公正、中立かつ効率的に実施されてい
ると評価を受けた者は、社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議
会他８者であった。

① 包括的支援事業である総合相談支援業務、権利擁護業
務、※包括的・継続的
　 ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ支援業務（※関係機関と連携した支援ﾈｯﾄﾜｰｸ
の構築に係る業務）を
　 実施できる体制が整備されていること。
② センターに配置すべき職員である保健師、社会福祉士、
主任介護支援専門員を
   本市の条例に定めるとおり配置できること。
③ センターの運営主体が介護保険法施行規則に規定される
老人介護支援センター
　(在宅介護支援センター)の設置者、社会福祉法人、一般
社団法人であること。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

44 委託
令和５年度鶴岡市要介護認定
調査業務

健康福祉部
長寿介護課
35-1289

R5.4.1 ¥20,161,000

社会福祉法人 鶴岡
市社会福祉協議会
一般社団法人 鶴岡
地区医師会
社会福祉法人 一幸
会
社会福祉法人 思恩
会
社会福祉法人 ふじ
の里
社会福祉法人 羽黒
百寿会
社会福祉法人 恵泉
会
社会福祉法人 朝日
ぶなの木会
社会福祉法人 あつ
み福祉会

2

　業務の実施にあたっては、「要介護認定等の実施につい
て」及び要介護認定における「認定調査票記入の手引き」
に基づいて実施することとなるため、次に掲げる要件が求
められるが、本市において下記理由に該当する法人は社会
福祉法人鶴岡市社会福祉協議会ほか８法人のみである。

①鶴岡市が委託設置して、地域の高齢者の相談支援を行っ
ている法人が運営する事業所であること。
②鶴岡市地域包括センター運営協議会において、公平、中
立かつ効率的な実施に関する評価を得た法人であること。

43 委託
令和５年度第１号介護予防支
援事業

健康福祉部
長寿介護課
29-4180

R5.4.1 ¥41,785,200

社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会
一般社団法人鶴岡地
区医師会
社会福祉法人一幸会
社会福祉法人思恩会
社会福祉法人ふじの
里
社会福祉法人羽黒百
寿会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人朝日ぶ
なの木会
社会福祉法人あつみ
福祉会

2

　本業務は介護保険法に規定されており、65歳以上の要支
援者及び基本チェックリスト該当者に対し、介護予防を目
的として、介護予防・日常生活支援総合事業等のサービス
が包括的かつ効率的に提供されるよう援助を行うものであ
る。
　その実施については、厚生労働省が定める地域支援事業
実施要綱において「介護予防ケアマネジメント（第1号介護
予防支援）は、利用者本人が居住する地域包括支援セン
ターにおいて実施する」とされていることから、地域包括
支援センター9法人とする。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

42 委託
令和5年度訪問型サービス
C(短期集中予防サービス)事
業

健康福祉部
長寿介護課
29-4180

R5.4.1 ¥2,916,000
(総支出予定額)

訪問リハビリテー
ションいでは
医療生活協同組合や
まがた
一般社団法人リハビ
リテーションスタッ
フサービス
㈱アジュダンテ
訪問看護ステーショ
ンとるて
一般社団法人 鶴岡
地区医師会

2

　本事業は、保健・医療・介護予防の知識と指導技術を有
する専門職を確保し、効果的に運営できることが事業実施
の条件である。
　これを条件として、令和５年１月９日から令和５年１月
３１日に、市ホームページ等で募集したところ、６事業者
より応募があり、いずれも先の条件を満たす指定介護サー
ビス事業者または医療専門職を有する法人であった。

41 物品
令和５年度鶴岡市独居高齢者
等訪問支援事業物品購入

健康福祉部
長寿介護課
29-4180

R5.4.1 ¥2,380,566 庄内ヤクルト販売㈱ 2

　本事業は、鶴岡市全域の民生委員の自宅へ週に１回、民
生委員が指定する日に乳酸飲料を納入することができるこ
とを条件としている。
　本市の業者登録「物品」において、業種区分「食料
品」、業種名「食料品」に登録しており、かつ、乳製品お
よび飲料の条件を満たす業者へ文書で条件を示したうえで
受託の可否を問い合わせたところ、受託可能との回答が
あった者は、庄内ヤクルト販売株式会社のみであった。

40 委託
令和５年度鶴岡市成年後見制
度中核機関運営業務委託

健康福祉部
長寿介護課
29-4190

R5.4.1 ¥3,221,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本業務は、地域住民の成年後見制度の利用促進及び制度
の普及を図ることを目的とし、その業務を実施する者とし
ては、次の要件が求められる。
①　成年後見制度を含む、権利擁護の実務を担い、地域
ネットワークを有すること。
②　業務上、中立性、公正性を確保し、専門的業務に継続
的に対応する能力を有すること。
　社会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会は、成年後見制度に
おける「法人後見事業」を行う市内唯一の法人であり、権
利擁護の実務を担い、それに伴う「法人後見運営委員会」
を開催するなど、関係団体との地域ネットワークを有して
いる。また、同法人は社会福祉を目的とした公共的な団体
であり、中立性、公正性も担保され、社会福祉士等複数の
有資格者を有している。これらのことから、同法人は要件
のすべてを満たす唯一の者である。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

39 委託
鶴岡市生活支援体制整備事業
業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進室
35-1251

R5.4.1 ¥40,000,000

社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会
社会福祉法人一幸会
社会福祉法人思恩会
社会福祉法人ふじの
里
社会福祉法人羽黒百
寿会
社会福祉法人恵泉会
社会福祉法人ぶなの
木会
社会福祉法人あつみ
福祉会

2

　本業務は、介護保険法に基づき、生活支援コーディネー
ター(地域支え合い推進員)による高齢者の地域での支え合
い体制の構築を推進するものであり、高齢者の総合相談窓
口となる地域包括支援センターとの連携が前提である。業
務の実施に当たっては、「地域支援事業実施要綱」（平成
18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知）に基づ
いて実施することとなるため、次に掲げる要件が求められ
るが、これらの要件を満たす事業者は、本市においては社
会福祉法人鶴岡市社会福祉協議会ほか8法人のみである。
① 本市が委託設置し、地域の高齢者の相談支援を行ってい
る事業所であること。
② 鶴岡市地域包括支援センター運営協議会において、公
平、中立かつ効率的な実施に関する評価を得た事業所であ
ること。

38 委託
鶴岡市重層的支援体制整備事
業への移行準備業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進室
35-1251

R5.4.1 ¥11,110,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本業務は、地域共生社会の実現に向けて実施する社会福
祉法第106条の4第2項に定める「重層的支援体制整備事業」
の準備を行うものである。
　重層的支援体制整備事業は、国が示す基準によれば、地
域において、生活上の複雑複合的な課題を抱える人や世帯
に対し、関係機関と連携した支援を行い、その体制を構築
する事業であることから、専門的な知識に基づいて実践を
行うコミュニティソーシャルワーク(地域福祉活動)のスキ
ルと経験が必要とされる。
　市内の福祉専門職を有する社会福祉法人35事業者の内、
コミュニティソーシャルワークを実践している者は、鶴岡
市社会福祉協議会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

37 委託
在宅医療・介護連携推進事業
業務委託

健康福祉部
地域包括ケア
推進室
35-1251

R5.4.1 ¥8,610,000
一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　本事業は、介護保険法に基づき、医療と介護の両方を必
要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮
らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護
を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の連
携を推進するものである。
　業務の実施に当たっては、「地域支援事業実施要綱」
（平成18年6月9日老発0609001号厚生労働省老健局長通知）
に基づいて実施することとなるため、次に掲げる要件が求
められるが、これらの要件を満たす事業者は、本市におい
ては一般社団法人鶴岡地区医師会のみである。
① 在宅医療・介護の連携を支援する総合的な相談窓口を設
置・運営している事業所であること。
② 地域の医療機関・介護事業所等の機能等や在宅医療・介
護サービスの情報を常時把握し、在宅医療・介護連携にお
ける情報共有ツールを整備している事業所であること。

36 委託
令和５年度国民健康保険等事
務共同処理業務委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1
¥14,168,330
(総支出予定

額)

山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」と
いう。）は、県内市町村が国民健康保険法第８３条に基づ
き国民健康保険に関する事務の共同処理をするために設立
された団体である。
　県と市町村の共同運営となった国民健康保険を運営する
にあたり、事業の広域化や効率化を推進するため、本県の
国民健康保険の統一的な運営方針において、保険者事務の
共同実施の取組が図られていることから、本業務を行うこ
とが出来るのは、国保連合会のみである。

35 委託
令和５年度国民健康保険レセ
プト点検業務支援事業

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1
¥5,429,000

(総支出予定
額)

山形県国民健康保険
団体連合会

2

　山形県国民健康保険団体連合会（以下「国保連合会」と
いう。）は、県内市町村が国民健康保険法第８３条に基づ
き国民健康保険に関する事務の共同処理をするために設立
された団体であり、国民健康保険の診療報酬審査支払機関
である。
　県と市町村の共同運営となった国民健康保険を運営する
にあたり、事業の広域化や効率化を推進するため、本県の
国民健康保険の統一的な運営方針において、保険者事務の
共同実施の取組が図られていることから、本業務におい
て、医療機関等の診療報酬請求業務を行う業者と同一でな
いことで点検の公平性が担保され、共同で行うことで精度
の向上と医療費の適正化につながる効率的な点検を行うこ
とが出来るのは、国保連合会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

34 委託
令和５年度国保被保険者資格
情報及び給付情報の管理業務
の実施に係る委託

健康福祉部
国保年金課
35-1292

R5.4.1 ¥6,218,880
山形県国民健康保険
団体連合会

2

　当該業務は、都道府県単位で国民健康保険被保険者の資
格情報や給付情報を管理するものであるが、その管理にあ
たっては公益社団法人国民健康保険中央会が開発した国保
情報集約システムを用いて行っており、当該システムの運
用等を実施できるのは、山形県国民健康保険団体連合会の
みである。

33 委託
令和５年度新型コロナウイル
スワクチン接種にかかる相
談・予約業務委託

健康福祉部
新型コロナウ
イルスワクチ
ン接種対策室
25-2111
(内線378)

R5.4.1 ¥71,018,860
㈱プレステージ・コ
アソリューション

5

　本業務は、市が実施する新型コロナワクチン接種（以
下、「ワクチン接種」という）において、コールセンター
と予約システムを運用し、市民からの電話相談及び医療機
関等で実施するワクチン接種の予約受付業務を行うもので
ある。
　令和5年度のワクチン接種について、3月8日付け厚生労働
大臣指示により、正式に4月以降もワクチン接種を継続する
国の方針が示され、市民のワクチン接種の予約及び相談受
付の実施にむけ、4月1日以降も本業務の継続が必要とな
り、早急に対応しなければならない。
「地方公共団体の調達における新型コロナウイルス感染症
への対応について（令和2年3月3日付け総行行第61号　総務
省自治行政局行政課長）」によれば、「新型コロナウイル
ス感染症対策に対応するため、緊急の調達が必要となった
場合は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条
の2第1項第5号により随意契約が可能であること。」と示さ
れている。
　現時点で競争入札に付すことは、事業者においても人員
の確保が困難であり、オペレーターの教育にも一定の期間
を要することに加え、予約システムを構築する必要がある
ことから時間的な猶予がない。また、事業者変更により、
コールセンターの電話番号が変わった場合、市民へ配付・
周知するための封筒や事業案内への印字が間に合わず、旧
電話番号へのかけ間違いなど市民の混乱を招くこととな
り、接種計画の進捗に遅れが生じる。
 株式会社プレステージ・コアソリューションは、令和2年
度から継続して本業務を受託し、滞りなく業務を実施して
きた実績がある。
　以上のことから、早急な対応が可能である同社を指名す
る。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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（税込み）
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

32 委託
令和５年度新型コロナウイル
スワクチン接種予診票点検業
務【繰越明許】

健康福祉部
新型コロナウ
イルスワクチ
ン接種対策室
25-2111
(内線372)

R5.4.1
¥7,964,000
（総支出予定
額）

㈱メディブレーン 5

　本業務は、医療機関で行った接種について予診票の記載
内容を点検することにより、接種が適切に行われているか
確認することを目的に行うものである。接種の間違いを見
落とさずに発見するために、予診票の記載漏れのほか、ワ
クチンの種類や使用量、接種間隔、被接種者の基礎疾患の
有無、疾患と服薬の状況等を点検し、記載内容の疑義につ
いては医療機関へ問い合わせをして確認をするが、このよ
うな業務は、レセプト点検業務と共通する部分があり医療
事務に精通している者であること、また市の接種件数を踏
まえると一定の人員が必要である。
　令和５年度のワクチン接種について、３月８日付け厚生
労働大臣指示により正式に４月以降もワクチン接種を継続
する国の方針が示されたことを踏まえ、本業務の継続が必
要となり、早急に対応しなければならないが、入札に付す
る期間を確保することができないため、随意契約とする。
　以上のことから、本市の業者登録「役務」において、業
種区分「医療事務」、業種名「医療事務」、業務内容「レ
セプト点検」となっている７者業者を指名し、競争入札に
よらず見積合わせを実施するものである。

31 委託
新型コロナワクチン基本型接
種施設管理運営及び配送業務
委託

健康福祉部
新型コロナウ
イルスワクチ
ン接種対策室
25-2111
(内線378)

R5.4.1
4,242,700

（総支出予定
額）

㈱バイタルネット鶴
岡支店

2

　本業務は新型コロナワクチンの保管、管理、分配、配送
を行うものであるが、ディープフリーザーの設置及び代替
電源の確保、配送体制が整備されていなければ履行するこ
とができないものである。
　また、令和5年度のワクチン接種について、3月8日付け厚
生労働大臣指示により正式に4月以降もワクチン接種を継続
する国の方針が示されたことを踏まえ、本業務の継続が必
要となり、早急に対応しなければならない。
　以上を踏まえ、ディープフリーザーの設置及び代替電源
が確保されている5者に対し、本業務の受託可否について問
い合わせ、受託可能と回答があった業者は株式会社バイタ
ルネット鶴岡支店のみであったことから、同社と特命随意
契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

30 委託
新型コロナワクチン等配送業
務委託

健康福祉部
新型コロナウ
イルスワクチ
ン接種対策室
25-2111
(内線378)

R5.4.1
2,904,000

（総支出予定
額）

佐川急便㈱南東北支
店

5

 本業務は毎週複数台車両を確保し、新型コロナワクチン及
び医療物資をワクチン接種を実施している医療機関へ配送
するものである。
　令和5年度のワクチン接種について、3月8日付け厚生労働
大臣指示により正式に4月以降もワクチン接種を継続する国
の方針が示されたことを踏まえ、本業務の継続が必要とな
り、早急に対応しなければならないが、入札に付する期間
を確保することができないため、随意契約とする。
　以上を踏まえ、本市の業者登録「役務」において、業者
区分「運送サービス」及び業種名「貨物運送サービス」に
登録している業者の内、業務内容に「各種移転作業」「一
般貨物」「配達」「配送」「ファイザー社製新型コロナワ
クチンの配送業務」のいずれかがある9業者を指名し、競争
入札によらず見積合わせを実施するものである。

29 委託 妊婦健康診査業務委託契約
健康福祉部
健康課
35-0157

R5.4.1 ¥63,184,000
一般社団法人山形県
医師会

2

　妊婦健康診査は、母子保健法第13条に規定する健康診査
であり、妊婦の健康管理に努めることにより妊産婦、新生
児及び乳児の死亡率の低下、流早産の防止を目的として実
施している。
　本業務の実施に当たっては、発注にあたり、各実施機関
と個別契約を締結することは、発注者・受注者注者共に事
務が煩雑になることから、事務の簡素化を図るため、受注
者の事務を一括して取りまとめるものである。また、取り
まとめ機関は各実施機関との契約単価や実施内容の調整が
必要であり、県内において取りまとめを行える者は一般社
団法人山形県医師会のみである。

28 委託
鶴岡市乳幼児健康診査業務委
託

健康福祉部
健康課
35-0157

R5.4.1
\3,946,800

(総支出予定
額)

一般社団法人鶴岡地
区医師会

2

　乳幼児健康診査は、母子保健法第12条及び13条に規定す
る健康診査であり、母性並びに乳幼児の健康の保持及び増
進を図ることを目的として実施する。母子保健法施行規則
では、乳幼児に対する健康診査の項目があげられ、その実
施にあたっては、医療の専門的見地より小児科専門医師以
外にはできない。
　本業務の実施に当たっては、市内の小児科医師の派遣に
関する総合調整が必要なことから、それを実施できる者
は、小児科医師が加入する一般社団法人鶴岡地区医師会の
みである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

27 委託
鶴岡市新生児聴覚検査業務委
託

健康福祉部
健康課
35-0157

R5.4.1
\2,022,500

(総支出予定
額)

一般社団法人鶴岡地
区医師会
地方独立行政法人山
形県・酒田市病院機
構日本海総合病院
医療法人太田医院い
ちごレディースクリ
ニック

2

新生児聴覚検査は、分娩取扱医療機関において、出産後
入院中に実施するものであり、庄内地域では、分娩取扱医
療機関の５者（鶴岡市立荘内病院、鶴岡協立病院、医療法
人なごみ会 産婦人科・小児科三井病院、地方独立行政法人
山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院、医療法人太田医
院 いちごレディースクリニック）のみ可能である。

本業務の実施にあたっては、各医療機関との実施内容や
委託料の調整が必要であるが、本市分娩取扱医療機関（鶴
岡市立荘内病院、鶴岡協立病院、医療法人なごみ会 産婦人
科・小児科三井病院）３者との調整が出来るのは、一般社
団法人鶴岡地区医師会のみである。

酒田市の地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本
海総合病院及び医療法人太田医院 いちごレディースクリ
ニックについては、個別に契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

26 委託 鶴岡市定期予防接種業務委託
健康福祉部
健康課
35-0157

R5.4.1
\267,313,620
(総支出予定

額)

一般社団法人山形県
医師会
真島医院
齋藤医院
みかわキッズ
山北徳洲会病院

2

　定期予防接種は、予防接種法第5条の規定に基づき市町村
長に実施の義務と責任があり、厚生労働省が示す「定期接
種実施要領」により実施することとされている。同要領で
は、予防接種法施行令第4条により「市町村長の要請に応じ
て予防接種に協力する旨を承諾した医師（以下、接種医と
いう。）が医療機関で行うもの」と定められている。
　山形県では、他市町村の医療機関で定期予防接種を受け
る際の事務の軽減や被接種者の利便性を図り、県内におけ
る円滑な定期予防接種の実施を目的に、県が県医師会と県
内各市町村との間の事務の調整を行い、県医師会が山形県
下の広域実施に協力する医療機関及び医師の取りまとめを
行うことによる広域実施体制を構築しており、県及び県医
師会が策定した「広域実施の手引き」にあるように、県内
全市町村が参加している。
　県医師会は、広域実施にあたり、山形県予防接種広域事
業実施要綱の定めによる承諾書兼委任書により、各市町村
との契約締結について実施医療機関から委任を受けてお
り、各接種医が所属するすべての広域実施医療機関に業務
を委託するにあたっては「広域実施の手引き」に照らし、
本業務委託仕様書のとおり県医師会を代理人として契約を
行う必要がある。
　小児や高齢者はかかりつけ医での接種が望ましいことか
ら、広域実施以外に、接種の実績があり市民への接種に限
り承諾を申し出た真島医院、齋藤医院、市民が多く通院し
ている市外のみかわキッズクリニック及び県外の山北徳洲
会病院については、個別に契約を締結するものである。

25 委託
令和５年度鶴岡市放課後児童
対策事業運営委託

健康福祉部
子育て推進課
26-0173

R5.4.1 ¥226,978,530
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会ほか
14者

2

　放課後児童対策事業を行うことができる者は、「国、都
道府県及び市町村以外の者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、あらかじめ、厚生労働省令で定める事項を市町
村長に届け出て、放課後児童健全育成事業を行うことがで
きる。」という児童福祉法第34条の8第2項の規定に基づ
き、市長に届け出た者に限られる。
　本市において、届出を行っている者は、社会福祉法人鶴
岡市社会福祉協議会ほか14者であることから、各者と特命
随意契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

24 委託
令和５年度職員定期健康診断
業務委託

総務部
職員課
35-1159

R5.4.1 ¥13,086,150
山形県市町村職員共
済組合

2

　労働安全衛生法第66条に基づき、事業主は労働者に対し
て年１回の健康診断を実施しなければならない。また、高
齢者の医療の確保に関する法律第20条により、健康保険の
保険者は40歳以上の被保険者に対し、特定健康診査を行う
ことが義務付けられており、同法第21条第２項では、労働
安全衛生法による定期健康診断を保険者に委託することが
できると規定されている。上記より、鶴岡市の職員健康診
断は、保険者である山形県市町村職員共済組合に委託でき
るものであり、所属所長である鶴岡市長が同組合の理事長
に実施を委託することが山形県市町村職員共済組合総合健
診実施要綱で定められていることから、本業務を実施でき
る事業者は山形県市町村職員共済組合のみである。

23 委託
令和５年度地域活性化起業人
交流プログラム推進業務委託
（食文化創造都市推進事業）

総務部
職員課
35-1159

R5.4.1 ¥10,000,000 ㈱阪急交通社 2

　総務省が実施する地域活性化起業人（企業人材派遣制
度）を活用し、三大都市圏の企業等の社員を一定期間受け
入れ、企業で培われた人脈やノウハウを活かして、食文化
創造都市推進事業を効果的・効率的に展開することを目的
とするものである。
　本市と株式会社阪急交通社は、令和元年７月に締結した
「農業観光連携事業の推進に関する協定書」のもと、鶴岡
食文化創造都市推進協議会と連携し、「農」「食」「観」
を活かした長期滞在型農業体験プログラムの開発・商品化
を推進しており、その実績を踏まえて、令和４年度には
「地域活性化起業人交流プログラムに関する協定書」を締
結している。地域活性化起業人を活用するためには、制度
上、協定書に基づく事業実施が必要であり、本業務を実施
可能な者は、株式会社阪急交通社をおいて他にない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

22 委託

令和５年度地域活性化起業人
交流プログラム推進業務委託
（鼠ケ関IC道の駅ブランディ
ング推進事業）

総務部
職員課
35-1159

R5.4.1 ¥10,000,000 ＡＮＡあきんど㈱ 2

　総務省が実施する地域活性化起業人（企業人材派遣制
度）を活用し、三大都市圏の企業等の社員を一定期間受け
入れ、企業で培われた人脈やノウハウを活かして、鼠ヶ関
IC道の駅ブランディング推進事業を効果的・効率的に展開
することを目的とするものである。
　本市は、令和３年度に株式会社ＡＮＡ総合研究所と「地
域活性化起業人交流プログラムに関する協定書」を締結
し、令和４年４月のＡＮＡあきんど株式会社への事業移管
後は、地位承継の覚書を締結している。地域活性化起業人
を活用するためには、制度上、協定書及び覚書に基づく事
業実施が必要であり、本業務を実施可能な者は、ＡＮＡあ
きんど株式会社をおいて他にない。

21 委託
令和５年度地域活性化起業人
交流プログラム推進業務委託
（ふるさと寄附金事業）

総務部
職員課
35-1159

R5.4.1 ¥5,000,000 ＡＮＡあきんど㈱ 2

　総務省が実施する地域活性化起業人（企業人材派遣制
度）を活用し、三大都市圏の企業等の社員を一定期間受け
入れ、企業で培われた人脈やノウハウを活かして、ふるさ
と寄附金事業を効果的・効率的に展開することを目的とす
るものである。
　本市は、令和３年度に株式会社ＡＮＡ総合研究所と「地
域活性化起業人交流プログラムに関する協定書」を締結
し、令和４年４月のＡＮＡあきんど株式会社への事業移管
後は、地位承継の覚書を締結している。地域活性化起業人
を活用するためには、制度上、協定書及び覚書に基づく事
業実施が必要であり、本業務を実施可能な者は、ＡＮＡあ
きんど株式会社をおいて他にない。

20 委託
鶴岡市本庁舎PBX及び庁舎間
電話ネットワーク保守点検業
務委託

総務部
契約管財課
35-1157

R5.4.1 ¥6,339,300
東日本電信電話㈱
山形支店

2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「施設・設
備の維持管理・保守点検」、業種名「通信・放送設備」、
業務内容「通信設備の維持管理・保守点検」または「電話
設備の維持管理・保守点検」に登録しており、かつ、県内
に本社・営業所を有する２２業者に対し、対象機器の保守
点検可否について電子メールで問い合わせたところ保守点
検可能と回答があった業者は、東日本電信電話(株)山形支
店のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

19 委託
令和５年度春季除排雪業務委
託

建設部
土木課
35-1403

R5.4.1 ¥8,400,000

㈲青木建材
上野土木建設㈱
㈱伊藤組
大鳥振興企業組合
㈱金丸建設
㈱大栄

2

　本業務は、冬季に引き続き山間部道路等の除排雪や冬期
間堆雪した雪山の排雪作業等を行うものである。
　降雪前の道路状況等を熟知した業者にしか安全かつ適切
な作業が実施できないことから、令和４年度道路等除排雪
業務委託を受託し、該当箇所の作業を実施している６業者
とそれぞれ特命随意契約を締結するものである。

18 委託
令和５年度鶴岡市農道管理業
務委託（544,834ｍ：庄内赤
川土地改良区受益地内）

農林水産部
農山漁村振興
課
35-1298

R5.4.1 ¥16,758,000 庄内赤川土地改良区 2

　本業務は、庄内赤川土地改良区管内における農道の点
検、機能・安全確保、維持・改修及び台帳の管理を行うも
のであるが、その受益者は庄内赤川土地改良区の構成組合
員であり、さらに庄内赤川土地改良区は、農業用用排水路
等の管理を行っている。状況把握や意見・要望の的確な集
約を行い、かつ、経常的な農道管理が可能となる者は、庄
内赤川土地改良区のみである。

17 委託
令和５年度鶴岡市立農業経営
者育成学校研修運営等業務委
託

農林水産部
農政課
35-1295

R5.4.1 ¥7,150,000 YAMAGATA DESIGN㈱ 2

　鶴岡市立農業経営者育成学校（以下、「ＳＥＡＤＳ」と
いう。）は、将来にわたる農業の発展を図り、定住人口の
増加に寄与するため、農業経営者の育成及び確保のための
施設として開校した。
　産学官８者（鶴岡市、山形大学農学部、東北芸術工科大
学、鶴岡工業高等専門学校、庄内農業高校、ＪＡ鶴岡、Ｊ
Ａ庄内たがわ、YAMAGATA DESIGN 株式会社(以下、「ＹＤ
社」という。）は、同様の目的で協定を締結し、農業の人
材育成・確保を図るため「ＳＥＡＤＳ」を活用し、連携し
て実施すべき事項を定めている。
　その中でＹＤ社は研修カリキュラムの実施や施設の管理
に関すること等の役割を担っている。
　今回の委託先については、協定内の役割分担を踏まえた
ものであり、学校運営の安定化に向けた改善の継続・推進
を図るため、ＹＤ社と特命随意契約を締結するものであ
る。

16 物品

自治体情報セキュリティクラ
ウド　オプションサービス
（仮想ブラウザサービス）賃
貸借

企画部
情報企画課
35-1193

R5.4.1 ¥4,620,000 SBテクノロジー㈱ 2

　本物件は県内の全市町村が利用している自治体情報セ
キュリティクラウドのオプションとして提供されるもので
あるが、調達についてはセキュリティクラウドの構築・保
守作業を受託しているＳＢテクノロジー株式会社が一括で
行っているため、履行できるのは同社のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

15 委託
令和５年度鶴岡市光ファイ
バー網保守管理業務委託

企画部
情報企画課
35-1193

R5.4.1 ¥7,550,400
東日本電信電話㈱
山形支店

2

　本業務は、不採算地域である鶴岡市西部地域の住民等に
高速インターネットサービス等を提供する目的で本市が整
備を行い、貸出を行っている光ファイバー網の点検・支障
物撤去および回線設備の保守管理を委託するものである
が、本業務を履行できるのは当該物件の貸し付け先である
東日本電信電話株式会社山形支店のみである。

14 委託
令和５年度鶴岡市藤島斎場管
理運営業務委託【長期継続契
約】

藤島庁舎
市民福祉課
64-5807

R5.4.1 ¥5,068,800 環水工業㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において業種区分「その他業務
委託」、業種「その他業務委託」業務内容「火葬業務」に
登録してある事業者に、本業務の実施の可否について照会
したところ、実施可能と回答があった事業者は環水工業株
式会社のみであった。

13 委託
鶴岡市藤島エコ有機センター
堆肥製造業務委託

藤島庁舎
産業建設課
64-5809

R5.4.1 ¥8,725,200 藤島堆肥散布組合 2

　鶴岡市藤島エコ有機センター堆肥製造業務は、堆肥製造
及び配送、堆肥原料の受入れ、機械設備や重機・車輛の取
扱いと保守管理である。
　本市の業者登録「役務」において、業種区分及び業種名
「その他の業務委託」に登録している業者の内、業務内容
に「堆肥の製造及び配送」がある業者は藤島堆肥散布組合
ただ１者であり、他に実施できる者がいない。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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12 委託
鶴岡市生活支援ハウス（櫛引
高齢者生活福祉センター）運
営業務委託

櫛引庁舎
市民福祉課
57-2116

R5.4.1 ¥7,330,000
社会福祉法人鶴岡市
社会福祉協議会

2

　本事業は、高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及
び交流機能を総合的に提供することを目的とするものであ
る。
　業務実施にあたっては、厚生労働省老健局長通知平成12
年9月27日老発655号及び平成13年5月15日老発192号生活支
援ハウス（高齢者生活福祉センター）運営事業実施要項及
び鶴岡市生活支援ハウス運営事業実施要綱に基づき行うも
のであり、業務の委託については、以下に揚げる要件が必
要である。
〇介護保険法（平成9年法律第123号）に規定する指定通所
介護事業所となる老人デイサービスセンター等、又は通所
リハビリテーション事業を行う介護老人保健施設（以下、
「指定通所介護事業所等」という。）を経営するものであ
ること。
〇居住部門を指定介護事業所等に合わせ、又は隣地に整備
した小規模多機能施設（以下、「生活支援ハウス」とい
う）において実施すること。
〇櫛引地域おいて、実施可能であること。
　上記の要件すべてを満たすのは、社会福祉法人鶴岡市社
会福祉協議会のみである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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11 委託
令和５年度温海地域教育環境
充実事業業務委託

教育委員会
社会教育課
(温海)
43-4611

R5.4.1 ¥4,892,134 温海生涯学習振興会 2

　本業務は、あつみ地域未来塾による学習支援と生きる力
（非認知能力）を育む教育を推進する地域教育コーディ
ネーターの育成及び温海地域教育環境の充実を目的とする
「温海地域教育環境充実事業」を委託するものである。
　そのため、本業務については、鶴岡市温海ふれあいセン
ターの指定管理者として、住民自治組織や社会教育団体等
と連携を図りながら、生涯学習事業を展開する唯一の団体
である温海生涯学習振興会に委託して進めることが最も効
率的である。
　また、本業務の従事者については、国で推進している
「地域おこし協力隊」制度を活用することで、当該従事者
に係る人件費等相当分の委託料に特別交付税を充当するこ
とが可能となることから、本業務においては、業務従事者
として「地域おこし協力隊員」の要件を満たす者を雇用す
ることを前提としている。
　以上による本業務の性質を踏まえ、本市においては、令
和４年度に温海生涯学習振興会と「温海地域教育環境充実
事業」における役割分担を明確にするため、当該事業に関
する協定書を締結した上で、業務を委託することとしてお
り、温海生涯学習振興会においては、令和５年度におい
て、「地域おこし協力隊員」の要件を満たす者を雇用し、
本業務を受託することを予定している。
　以上の理由から、本業務を実施できるのは、温海生涯学
習振興会のみである。

10 委託
令和５年度鶴岡市温海地域魅
力創造発信業務委託

温海庁舎
産業建設課
43-4617

R5.4.1 ¥6,541,700 あつみ観光協会 2

本業務は、日沿道全線開通後も観光客に選ばれる観光地
を目指し、温海地域の魅力が詰まった観光プログラムの造
成、あつみ温泉街の魅力づくり及び観光情報発信力の強化
を目的とするものであり、国で推進している「地域おこし
協力隊」制度を活用することとしている。

その実施にあたって、温海地域の観光資源を把握し、地
域の観光をけん引する唯一の団体であるあつみ観光協会と
令和４年度より協定書を締結して業務を委託した。

業務の継続性を図るため令和５年度においても協定書を
締結しており、要件を満たすものを雇用していることか
ら、同協会と特命随意契約を締結するものである。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

9 委託
鶴岡市消防署高機能消防指令
センター保守点検業務

消防本部
総務課
22-8330

R5.4.1 ¥10,835,000 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、消防業務の根幹をなす指令センターを常時円
滑に稼働させるため、システムを構成するコンピューター
機器等の保守点検を実施するものである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技術
情報を有し、その保守点検に当たることができるのは、日
本電気株式会社山形支店のみである。

8 委託
鶴岡市消防署消防救急デジタ
ル無線設備保守点検業務

消防本部
総務課
22-8330

R5.4.1 ¥15,559,500 日本電気㈱山形支店 2

　本業務は、消防業務の根幹をなすデジタル無線設備を常
時円滑に稼働させるため、システムを構成する無線設備及
び付随するコンピューター機器等の保守点検を実施するも
のである。
　本システムは、日本電気株式会社が設計・構築したシス
テムであり、本市の業者登録において、作業に係わる技術
情報を有し、その保守点検に当たることができるのは、日
本電気株式会社山形支店のみである。

7 委託
令和５年度鼠ヶ関マリーナ管
理運営業務

教育委員会
スポーツ課
25-8131

R5.4.1 ¥10,560,000 ㈱クアポリス温海 2

　鼠ヶ関マリーナは、山形県所有で 本市が指定管理者とし
て、令和５年度から令和９年度までの５年間管理すること
となっている。
　港湾施設である鼠ヶ関マリーナ管理運営業務は、利用者
が保管している艇の安全管理と牽引移動、上下架に係るク
レーンの操作、艇の係留など管理運営には付帯設備のク
レーンを操作するためのクレーン免許や利用者が保管する
艇を移動、係留するための船舶免許が必須である。
　本市の業者登録「役務」において、「施設・設備の維持
管理・保守点検」、業種名「体育施設・設備」に登録して
いる業者の内、業務内容に「施設の維持管理」及び「施設
管理」がある８業者に対し、本業務の受託可否について文
書で問い合わせたところ、受託可能との回答があった業者
は、株式会社クアポリス温海のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。

№
契約
区分

案　　件　　名
発注担当課

Tel
契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

6 委託
鶴岡市中央公民館舞台機構操
作管理及び電気機械設備等の
運転維持管理業務

中央公民館
25-1050

R5.4.1 ¥16,810,200
㈱庄内メインテナン
ス

2

　中央公民館は舞台機構装置を有する市民ホールと１３の
研修室等が併設された社会教育施設であり、かつ集会所と
しての特定建築物である。施設設備の運転操作及び維持管
理を一体的に担う本業務は、照明・音響・吊物等の舞台機
構装置を操作する特殊な技能を持つ要員と同時に、衛生管
理技術者や危険物取扱責任者など、各種資格免許を有する
従事者の勤務配置による適正な業務を履行できる業者でな
ければならない。選定条件は、所在地が県内であり、業種
区分が「建築物環境衛生総合管理業」、業種名「建築物環
境衛生総合管理業」、業種区分「施設・設備の維持管理保
守点検」のうち業種名が「消防設備」、「電気設備」、
「空調設備」及び「その他の施設・設備」のうち業務内容
を舞台設備（音響・照明）の操作としているものとした。
以上、全ての業種区分、業種名、指定の業務内容を登録し
ている業者は、株式会社庄内メインテナンスのみである。

5 委託
令和５年度鶴岡市中央公民館
プラネタリウム用番組ソフト
賃貸借契約

中央公民館
25-1050

R5.4.1 ¥3,300,000
コニカミノルタプラ
ネタリウム㈱

2

　本市の業者登録「物品」において、業種区分「事務用
品・機器」、業種名「ＯＡ機器・ＯＡ機器関連用品・視聴
覚機器」に登録しており、かつ、業務内容が「視聴覚機
器・映写機・プラネタリウム番組ソフト」である２３者に
対し、本業務の受託可否について電子メールやFAXで問い合
わせたところ、受託可能との回答があった業者は、コニカ
ミノルタプラネタリウム株式会社のみであった。

4 委託
鶴岡地域スクールバス運行管
理等業務委託及び臨時運行業
務委託

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.1 ¥118,323,040 庄内交通㈱ 2

　本市の業者登録「役務」において、業種区分「運送サー
ビス」、業種名「旅客運送サービス」に登録している業者
の内、市内に本社又は営業所を有する１３業者に対し、委
託の可否について書面で問い合わせ、対応可能であるとの
回答があった業者は庄内交通株式会社のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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契約
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発注担当課
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契約締結日
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（税込み）
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適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

3 委託
令和５年度小学校知能検査及
び学力検査業務委託

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.1 ¥6,242,360
山形教育用品㈱庄内
支店鶴岡連絡所

2

　市教育委員会では、児童生徒の学力向上を図るため、正
確な学力測定とその後の指導及び評価の資料とすることを
目的とし、知能検査及び学力検査を行っている。
　検査に求める要件を、① 全国基準に照らした結果の把握
が可能（相対評価）である、② 学力検査と知能検査の相関
利用が可能である、③ 経年変化の把握が可能である、④
学力検査においては，小学校５年生以上は英語を含む５教
科に対応であると定めている。
　毎年１０月に、市教育委員会で知能検査及び学力検査の
検査用紙を調査し、要件に照らして検査用紙を決定してい
るが、令和５年度の検査用紙として、上記要件を満たす物
は、図書文化社の『教研式標準学力検査』『教研式学年別
知能検査』のみであったので、当該検査用紙の採用を決定
した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種
区分「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録し、業
務内容に教材・教具がある業者の内、市内に本社又は営業
所を有する７業者に対し、当該検査紙の取扱いの可否につ
いて書面で問い合わせ、取扱可能と回答した業者は、山形
教育用品株式会社庄内支店鶴岡連絡所のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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Tel
契約締結日
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（税込み）
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適
用
号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

2 委託
令和５年度中学校知能検査及
び学力検査業務委託

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.1 ¥6,107,200
山形教育用品㈱庄内
支店鶴岡連絡所

2

　市教育委員会では、児童生徒の学力向上を図るため、正
確な学力測定とその後の指導及び評価の資料とすることを
目的とし、知能検査及び学力検査を行っている。
　検査に求める要件を、① 全国基準に照らした結果の把握
が可能（相対評価）である、② 学力検査と知能検査の相関
利用が可能である、③ 経年変化の把握が可能である、④
学力検査においては，３学年５教科に対応するもの、と定
めている。
　毎年１０月に、市教育委員会で知能検査及び学力検査の
検査用紙を調査し、要件に照らして検査用紙を決定してい
るが、令和５年度の検査用紙として、上記要件を満たす物
は、図書文化社の『教研式標準学力検査』『教研式学年別
知能検査』のみであったので、当該検査用紙の採用を決定
した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種
区分「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録し、業
務内容に教材・教具がある業者の内、市内に本社又は営業
所を有する７業者に対し、当該検査紙の取扱いの可否につ
いて書面で問い合わせ、取扱可能と回答した業者は、山形
教育用品株式会社庄内支店鶴岡連絡所のみであった。



※契約金額は、基本的に契約期間中の金額を示していますが、単価契約の場合は契約期間中の総支出予定額を示しています。また、長期継続契約の場合は、12か月分の
　契約金額を示しています。
※表記の都合上、該当事業者が10者以上の場合、「〇〇ほか〇〇者」と表記しています。
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発注担当課
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契約締結日

契約金額
（税込み）

受注者
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号

随  意  契  約  理  由

令和５年度　鶴岡市随意契約結果一覧表
※詳細については発注担当課にお問い合わせください。

1 委託
令和５年度小中学校いじめ防
止等の為の学級満足度検査集
計業務委託

教育委員会
管理課
57-4862

R5.4.1 ¥2,919,350
山形教育用品㈱庄内
支店鶴岡連絡所

2

　いじめ防止対策推進法に基づき、市いじめ防止基本方針
を定め、各学校において、いじめ防止対応マニュアルを策
定し、学級満足度検査を実施している。市教育委員会で
は、学級満足度検査に求める要件を、①標準化された心理
検査である、②児童生徒の自尊心やプライドを傷つけない
質問内容である、③学級集団の全体像が把握可能、④経年
変化の把握が可能、⑤検査において、小学校全学年、中学
校全学年に対応していると定めている。毎年１０月に、市
教育委員会で学級満足度検査の検査用紙を調査し、要件に
照らして検査用紙を決定しているが、令和５年度の検査用
紙として、上記要件を満たす物は、図書文化社の『Ｑ－Ｕ
楽しい学校生活を送るためのアンケート』のみであったの
で、当該検査用紙の採用を決定した。
　業者選定については、業者登録「物品」において、業種
区分「教材・教具」、業種名「教材・教具」に登録してい
る業者の内、業務内容に教材・教具があり、かつ、市内に
本社又は営業所を有する６業者に対し、当該検査紙の取扱
いの可否について書面で問い合わせ、取扱可能と回答した
業者は、山形教育用品株式会社庄内支店鶴岡連絡所のみで
あった。


